
オリックスカーシェア新旧貸渡約款対比表 （2022 年 2 月 14 日改定） 
 

変更前 変更後 

約款名称： オリックスカーシェア約款 

 

約款名称： オリックスカーシェア貸渡約款 

第 1 条（約款の適用） 第 1 条（約款の適用） 

オリックス自動車株式会社（以下「当社」という）は、当社が実施するカーシ

ェアリングシステムに入会されている会員が、入会期間中、第１３条に定めら

れているカーステーションに保管されている自動車（以下「カーシェアリング車

両」という）をあらかじめ予約していた時間帯に、当社より借り受けることがで

きるシステム（以下「カーシェアリングシステム」という）に入会を希望する法人

または個人との間で、この約款に定めるところにより、カーシェアリングシステムに

入会するための契約（以下「入会契約」という）を締結し、入会された法人

（以下「法人会員」という）または個人（以下「個人会員」といい、法人会

員および個人会員を総称して「会員」という）に対してこの約款に従いカーシ

ェアリング車両を貸し渡すものとし、会員はこれを借り受けるものとします。 

２．当社は、ルールブック、マニュアル、その他遵守事項等（以下総称して

「貸渡規約等」という）を作成することができます。この約款と貸渡規約等と

の間に相違があるときは、この約款が優先して適用されるものとします。なお、

当社が貸渡規約等にこの約款に定めのない事項を定めた場合、会員は貸

渡規約等に従うものとし、この約款および貸渡規約等に定めのない事項につ

いては、法令または一般の慣習に従うものとします。 

３．この約款は、会員および第３条第３項に定める登録運転者に適用さ

れるものとします。 

４．当社は、この約款を必要に応じて改定できるものとし、この約款を改定

する場合には、事前に、下記ホームページまたは当社所定の方法により会員

に周知するものとします。 

記 

https://www.orix-carshare.com/ 

 

１．オリックス自動車株式会社（以下「当社」という。）は、貸渡約款（以

下「約款」という。）および貸渡規約等（ルールブック、ユーザーガイド、マニュ

アル、その他遵守事項等を含むが、これに限らない。）の定めるところにより、

第２条で定める会員（以下「会員」という。）に対して、当社所定の保管

場所（以下「カーステーション」という。）に保管されている自動車（以下「カ

ーシェアリング車両」という。）を貸渡し、会員が借り受けるシステム（以下「カ

ーシェアリングシステム」という。）を提供するものとします。 

２．会員は、当社が貸渡規約等にこの約款に定めのない事項を定めた場

合、貸渡規約等に従うものとし、この約款および貸渡規約等に定めのない事

項については、法令または一般の慣習に従うものとします。 

３．当社は、会員が希望し、当社が認める場合、約款、貸渡規約等、法

令および一般の慣習に反しない範囲で特約を定めることができるものとしま

す。特約を定めた場合、当該特約が約款および貸渡規約等に優先して適

用されるものとします。 

４．この約款は、会員および第３条第５項に定める登録運転者に適用さ

れるものとします。 

５．当社は、この約款を必要に応じて改定できるものとし、この約款を改定

する場合には、合理的な期間前に、下記ホームページまたは当社所定の方

法により約款を変更すること、変更後の約款の内容および変更後の約款の

効力発生時期を会員に周知するものとします。 

記 

https://www.orix-carshare.com/ 

第 2 条（入会資格） 第 2 条（会員） 

会員は、個人、法人のいずれも申込むことができます。 

なお、以下のいずれかに該当する場合には、会員となれないものとします。 

（1）個人の場合は、カーシェアリング車両の運転に必要な日本で発行され

た運転免許を有していないとき。運転免許証とは、道路交通法第９２条に

規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第１９条別記様式第

１４の書式の運転免許証をいいます。 

（2）個人の場合は、未成年者について、親権者の同意が得られないとき。 

（3）入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、または記入漏れ

があったとき。 

（4）入会申込の際に決済手段として当該入会申込者が届けたクレジット

カードがクレジットカード会社により無効扱いとされているとき、申込時において

当該クレジットカードの利用が停止されているとき（利用限度額の超過等を

含むがこれに限られない）、または当社が承認したクレジットカードでないと

き。 

（5）過去に当社または他社との間の自動車についてのレンタル契約もしく

はカーシェアリングシステムに係る契約において、貸渡料金等の未払いその他

の契約違反があるとき。 

（6）前号のほか、この約款、貸渡規約等、その他当社との契約に違反し

たことがあるとき。 

（7）その他当社が会員として不適格と判断したとき。 

 

会員とは、当社と第３条第１項ないし第４項に定める手続きにより、カーシ

ェアリングシステムに入会するための契約（以下「入会契約」という。）を締

結した日本国内を生活の本拠とする個人（以下「個人会員」という。）また

は日本国内に本店または主たる事務所が所在する法人（以下「法人会

員」という。）のお客様をいいます。 

なお、以下の各号のいずれかに該当する場合には、会員にはなれないものと

します。 

（1）個人の場合は、カーシェアリング車両の運転に必要な日本で発行され

た運転免許を有していないとき。運転免許証とは、道路交通法第９２条に

規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第１９条別記様式第

１４の様式の運転免許証をいいます。 

（2）個人の場合は、未成年者について、親権者の同意が得られないとき。 

（3）入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、または記入漏れ

があったとき。 

（4）入会申込の際に決済手段として当該入会申込者が届けたクレジット

カードがクレジットカード会社により無効扱いとされているとき、申込時において

当該クレジットカードの利用が停止されているとき（利用限度額の超過等を

含むがこれに限られない。）、または当社が承認したクレジットカードでないと

き。 

（5）過去に当社または他社との間の自動車についてのレンタル契約もしく

はカーシェアリングシステムに係る契約において、貸渡料金等の未払いその他

の契約違反があるとき。 

（6）前号のほか、この約款、貸渡規約等、その他当社との契約に違反し

たことがあるとき。 

（7）その他当社が会員として不適格と判断したとき。 

 

 

 



＊＊＊＊ 

変更前 変更後 

第 3 条（入会契約の締結等） 第 3 条（入会契約の締結等） 

カーシェアリングシステムへの入会を希望する法人または個人は、当社に対し

て、当社所定の申込書を提出する方法または当社のカーシェアリング申込シ

ステムやカーシェアリングシステムにおいて当社と提携する事業者（以下「提

携事業者」という）が運営する入会契約や予約申込を行うことが可能なスマ

ートフォンやタブレット端末用の専用アプリケーション等（以下「申込システム

サイト」という）に所定の事項を入力する方法により入会契約の申込みを行

うものとします。 

２．入会契約は、カーシェアリングシステムへの入会を希望する法人または個

人による前項の申込みに対して、当社が、当社所定の審査を行い、承認し

た場合について、以下いずれかのタイミングで入会契約が成立するものとしま

す。 

（1）カーシェアリング車両を使用するために必要となる会員番号（ログイン

ID）を当該申込みを行った法人または個人に対して付与したとき。 

（2）当社が承認の通知をしたとき。 

３．カーシェアリング車両を使用することができる者は、法人会員の役職員ま

たは個人会員もしくは個人会員の同居の配偶者および親族（6 親等内の

血族、3 親等内の姻族）に限定されるものとし、法人会員は、法人会員の

役職員の中からカーシェアリング車両を使用する者を特定し、また、個人会員

は個人会員または個人会員の同居の親族よりカーシェアリング車両を使用す

る者を特定し、これを当社に届け出ることにより登録するものとします。（本

項のカーシェアリング車両を使用する者を以下「登録運転者」という） 

４．会員は、前項の登録運転者の登録を、第１項に定める入会申込書ま

たは当社所定の登録書（これら入会申込書、登録書を以下「申込書」とい

い、申込書と申込システムサイトを総称して、以下「申込書等」という）を当

社に提出する方法または申込システムサイトに所定の事項を入力する方法

により行うものとします。 

５．当社は、レンタカーに関する基本通達（国自旅第 48 号 令和元年 7

月 1 日）に基づき、貸渡簿（貸渡原票）に運転者の氏名・住所・運転免

許の種類および運転免許証の番号を記載する義務を履行するため、前項の

申込書等において、登録運転者に対し運転免許証とその他に身元を証明

する書類の提示（申込システムサイトについては、登録運転者の運転免許

証とその他に身元を証明する書類の電磁的方法による送信を含みます）、

それら書類の謄写の承諾を求めることができるものとし、会員および登録運転

者は、これを承諾し、当社の請求に従い提示します。また、これらに変更があ

った場合も同様とし、会員および登録運転者は、その都度当社に通知しま

す。 

６．登録運転者は、第１２条に定める予約手続きを行う際に必要となる

暗証番号および借受時間中に当社が登録運転者に連絡等をする場合の

登録運転者の携帯電話番号等の連絡先その他カーシェアリングシステムを

利用するにあたって必要な情報として当社が求める情報を申込書等において

定め、指定等し、当社に届け出るものとします。 

 

 

１．カーシェアリングシステムへの入会を希望する個人または法人は、当社に

対して、当社所定の入会申込書を提出する方法または当社のカーシェアリン

グ申込システムに所定の事項を入力する方法により入会契約の申込みを行

うものとします。 

２．入会契約は、カーシェアリングシステムへの入会を希望する個人または法

人による前項の申込みに対して、当社が、当社所定の審査を行い、当社所

定の方法で会員に対して承認の通知を行ったときに成立するものとします。  

３．第１項の定めにかかわらず、第４４条第１項に定める提携事業者が

運営するサービスの会員が入会契約の申込みを行う場合、同会員は、当該

提携事業者が運営・管理するスマートフォンやタブレット端末用の専用アプリ

ケーション等（以下「提携事業者アプリケーション」といい、これと当社のカーシ

ェアリング申込システムとを総称して「申込システムサイト」という。）において、

当該申込みを行うものとします。なお、この場合、当該申込みは当該提携事

業者の定める方法で行うものとします。 

４．第２項の定めにかかわらず、前項に定める方法で入会契約の申し込み

が行われた場合、当該申込みに係る審査、および当該申込みに対する承認

の通知は、当社に代わり第４４条第１項に定める提携事業者が行うものと

し、提携事業者が当該承認の通知を行ったときに入会契約が成立するもの

とします。 

５．カーシェアリング車両を使用することができる者は、日本国内を生活の本

拠とする法人会員の役職員または個人会員もしくは個人会員の同居の配

偶者および親族（6 親等内の血族、3 親等内の姻族）に限定されるものと

し、法人会員は、法人会員の役職員の中からカーシェアリング車両を使用す

る者を特定し、また、個人会員は個人会員または個人会員の同居の親族よ

りカーシェアリング車両を使用する者を特定し、これを当社に届け出ることによ

り登録するものとします（本項に基づき登録された者を以下「登録運転者」と

いう。）。会員は、本項に基づく登録運転者の登録にあたり、登録運転者に

対し、約款および貸渡規約等を周知のうえこれを遵守させるものとします。 

６．前項の定めにかかわらず、第３項および第４項に定める方法で入会契

約を締結した会員は、本人以外の同居の配偶者および親族を登録運転者

として登録できないものとします。 

７．会員は、第５項の登録運転者の登録を、第１項に定める入会申込

書または当社所定の登録書（これら入会申込書、登録書を以下「申込

書」といい、申込書と申込システムサイトを総称して、以下「申込書等」とい

う。）を当社に提出する方法または申込システムサイトに所定の事項を入力

する方法により行うものとします。 

８．当社は、レンタカーに関する基本通達（国自旅第 48 号 令和元年 7

月 1 日）に基づき、貸渡簿（貸渡原票）に運転者の氏名・住所・運転免

許の種類および運転免許証の番号を記載する義務を履行するため、前項の

申込書等において、登録運転者に対し運転免許証とその他に身元を証明

する書類の提示（申込システムサイトについては、登録運転者の運転免許

証とその他に身元を証明する書類の電磁的方法による送信を含みま

す。）、それら書類の謄写の承諾を求めることができるものとし、会員および

登録運転者は、これを承諾し、当社の請求に従い提示します。 

９．登録運転者は、第１２条に定める予約手続きを行う際に必要となる

暗証番号およびカーシェアリング車両の借受時間（以下「借受時間」とい

う。）中に当社が登録運転者に連絡等をする場合の登録運転者の携帯電

話番号等の連絡先その他カーシェアリングシステムを利用するにあたって必要

な情報として当社が求める情報を申込書等において定め、指定等し、当社

に届け出るものとします。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



＊＊＊＊ 

変更前 変更後 

第 4 条（料金等） 第 4 条（料金等） 

料金とは、会員が前条第２項に基づき入会契約が成立したとき、当社が地

方運輸局運輸支局長および沖縄総合事務局陸運事務所長に届け出て実

施している料金表（以下「料金表」という）に基づき、申込書等において定

めたＩＣカード発行手数料および第１６条第５項に定めるＩＣカード登録

手数料、入会契約締結日の属する月以降の月額基本料および貸渡料金

をいいます。 

２．貸渡料金は料金表に基づき、カーシェアリング車両の予約時に指定した

借受時間をもって算出される時間料金と借受期間中に走行した距離から算

出される距離料金をいいます。 

 会員は、個別契約が成立したときは、料金表に定める個別契約にかかる貸

渡料金およびその消費税額、地方消費税額（以下「貸渡料金等」という）

を当社に対して支払うのもとします。なお、当社は、料金表を改定する場合、

改定日の１４日前までに下記ホームページで告知することにより、料金表を

改定することができるものとします。 

記 

https://www.orix-carshare.com/ 

 

３．当社が別途定める課金単位未満の時間は切り上げます。 

４．会員が借受期間中にカーシェアリング車両にて有料道路、時間貸駐車

場を利用したときは、会員はその使用にかかる利用料金等を負担するものと

します。 

５．会員は、不可抗力、不可抗力に準じると当社が判断した事由、通信シ

ステムを含むシステムの不具合、故障等、その他理由のいかんを問わず、カー

シェアリング車両が利用できない期間があっても、月額基本料（もしあれば）

の返還その他この約款に定める以外のいかなる請求も当社に対して行うこと

はできないものとします。 

 

１．料金とは、当社が地方運輸局運輸支局長（兵庫県にあっては神戸運

輸監理部兵庫陸運部長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局陸運事務所

長）に届け出て実施している料金表（以下「料金表」という。）で定めたＩ

Ｃカード発行手数料（再発行時を含む。）、IC 登録手数料（第１６条

第２項に定める他ＩＣカード等を当社所定のシステムに登録する際の手数

料をいい、再登録時を含む。）、入会契約締結日の属する月以降の月額

基本料、入会契約において会員が選択したプラン（以下「契約プラン」とい

う。）に対応する貸渡料金、および第３７条に定める予約取消手数料をい

います。 

２．貸渡料金とは、料金表において定める以下の料金の合計金額のことを

いいます。 

（1）時間料金 

（2）距離料金 

（3）定額料金 

（4）超過料金 

３．会員は、個別の貸し渡し契約（以下「個別契約」という。）が成立した

ときは、料金表に定める個別契約にかかる貸渡料金およびその消費税額、

地方消費税額（以下「貸渡料金等」という。）を当社に対して支払うのもと

します。 

４．当社は、料金を改定する場合、改定日の１４日前までに下記ホーム

ページで告知することにより、料金を改定することができるものとします。 

記 

https://www.orix-carshare.com/ 

５．当社が別途定める課金単位未満の時間は切り上げます。 

６．会員および登録運転者が借受時間中にカーシェアリングシステム以外の

サービス等（有料道路の通行や時間貸駐車場の利用を含むがこれに限らな

い。）を利用したことにより生ずる費用については、会員または登録運転者が

自らの負担と責任において、当該費用の請求者に対して支払うものとしま

す。 

７．会員は、第３６条に定める不可抗力事由、または不可抗力事由に準

じると当社が合理的に判断した事由、第３６条の２に定めるカーシェアリング

システムの提供の中止、当社の通信設備、システム、ソフトウェア等の不具

合、故障等、その他理由のいかんを問わず、カーシェアリング車両が利用でき

ない期間があっても、月額基本料（もしあれば）の返還その他この約款に定

める以外のいかなる請求も当社に対して行うことはできないものとします。 

 

第 5 条（保証事項） 第 5 条（保証事項） 

会員および登録運転者は、以下の事項を、カーシェアリング車両の利用に際

して、当社に対し保証します。 

（1）登録運転者が、カーシェアリング車両の運転に必要な資格の運転免

許を有していること。 

（2）カーシェアリング車両使用時において、登録運転者が酒気を帯びてい

ないこと。 

（3）登録運転者には、麻薬、覚醒剤、シンナー等による中毒症状等が一

切ないこと。 

（4）運転に支障のある薬を服用していないこと、医師から運転を控えるよう

指示がされていないこと、その他運転するにあたっての健康上の支障がないこ

と。 

（5）第１２条にて定める予約手続きにおいて定めた登録運転者がカーシ

ェアリング車両を借り受けること。 

（6）過去に当社もしくは他社の自動車の有償貸し渡しを利用したときか

ら、現在に至るまで、登録運転者には、第２８条第７項および第４１条に

掲げる事項に該当する行為がないこと。 

（7）登録運転者が第２条第７項に該当しないこと。 

（8）交通法規を遵守してカーシェアリング車両を運転すること。 

 

会員および登録運転者は、以下の事項を、カーシェアリング車両の利用に際

して、当社に対し保証します。 

（1）登録運転者が、カーシェアリング車両の運転に必要な資格の運転免

許を有しており、当該運転免許がカーシェアリング車両の借受時間中有効で

あること、および、登録運転者の運転免許の有効期間の更新または運転免

許の記載事項の変更等があった場合は、第６条第１項および第２項に定

める手続きが完了していること。 

（2）カーシェアリング車両使用時において、登録運転者が酒気を帯びてい

ないこと。 

（3）登録運転者には、麻薬、覚醒剤、シンナー等による中毒症状等が一

切ないこと。 

（4）運転に支障のある薬を服用していないこと、医師から運転を控えるよう

指示がされていないこと、その他運転するにあたっての健康上の支障がないこ

と。 

（5）第１２条に定める予約手続きにおいて指定された登録運転者がカー

シェアリング車両を借り受けること。 

（6）過去に当社もしくは他社の自動車の有償貸し渡しを利用したときか

ら、現在に至るまで、登録運転者には、第２８条第７項および第４１条に

掲げる事項に該当する行為がないこと。 

 

 
 



＊＊＊＊ 

変更前 変更後 

 （7）登録運転者が第２条第３号および第５号ないし第７号に該当しな

いこと。 

（8）交通法規を遵守してカーシェアリング車両を運転すること。 

（9）第２５条に定める禁止事項を行わないこと 

 

第 6 条（登録運転者の変更等） 第 6 条（登録運転者の変更等） 

会員は、当社の承認を得たうえ、登録運転者を変更することができるものとし

ます。 

２．前項のほか、申込書等に記載された内容に変更が生じ、またそのおそれ

が生じたとき会員は、その旨を直ちに当社に連絡し、当社の承認を得るものと

します。 

３．前項に伴いカーシェアリングシステムの遂行に支障が生じると当社が判

断したとき、 当社は、入会契約を解除し、または会員に対して登録運転者

の変更を求めることができるものとします。 

１．会員は、第３条に定める手続きにおいて当社に届け出た会員または登

録運転者の情報に変更（氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、登

録運転者の運転免許証の記載事項の変更を含むがこれに限らず、登録運

転者を追加しまたは削除することを含む。）が生じた場合は、その旨を直ちに

当社所定の方法で当社に届け出るものとします。なお、当該変更のうち、登

録運転者の追加については当社の承認を要するものとします。 

２．会員は、登録運転者の運転免許の有効期間が満了したときは、直ち

に自らまたは登録運転者をして更新後の運転免許証の写しを当社所定の

方法で当社に届け出るものとします。会員が、当該届出を行わなかった場

合、または遅滞した場合、当社は、当該届出が完了するまでの間、当該登

録運転者のカーシェアリングシステムの利用を停止することができるものとしま

す。また、当社は、会員または登録運転者が、当該登録運転者の運転免

許の有効期間満了後６カ月間を経過しても当該届け出を行わない場合、

当該６カ月間経過後、当該登録運転者の登録を取り消すことができるもの

とします。 

３．会員は、登録運転者が運転免許資格の停止処分を受けた場合、直

ちに自らまたは登録運転者をして当社所定の方法で、当社に届け出るものと

します。この場合、当社は、会員が当該登録運転者の運転免許資格の停

止処分期間が満了したことを当社所定の方法で届け出るまでの間、当該登

録運転者のカーシェアリングシステムの利用を停止し、既に成立している個別

契約の予約がある場合、これを解約することができるものとします。 

４．会員は、登録運転者が運転免許証の取消処分を受けたときは、直ち

に自らまたは登録運転者をして当社が指定する事項を当社所定の方法で、

当社に届け出るものとします。この場合、当社は、当該登録運転者の登録を

取り消すものとし、会員は異議なくこれを承諾します。また、当該登録運転者

が会員である場合、第７条第１項第１号・第２条第１号に該当するもの

とし、当社は入会契約を解除するものとします。 

５．会員が、第１項の届出を行わなかった場合、または遅滞した場合、会

員の変更前の住所に宛てて当社が郵送した送付書類、および、変更前の電

子メールアドレスに宛てて当社が送信した電子メールは、それぞれ通常到達

すべきときに会員に到達したものとします。 

６．前項に定める場合で、当社からの連絡、通知、請求等が実際に会員に

到達しなかった場合、または延着した場合に、会員または登録運転者に不

利益が生じても、当社は一切の責任を負わないものとします。 

 

第 6 条の 2（プランの変更） 第 6 条の 2（契約プランの変更） 

会員は、当社の同意を得て入会契約のプランの変更ができるものとします。 

２．会員は、入会契約のプランの変更を希望する場合、当社ホームページ

掲載の期日までに当社に申し出るものとし、その月の末日までに当社所定の

プラン変更手続きが完了した場合には、翌月から変更後の入会契約のプラ

ンが適用されるものとします。 

 

１．会員は、当社の同意を得て契約プランの変更ができるものとします。 

２．会員は、契約プランの変更を希望する場合、当社ホームページ掲載の

期日までに当社所定の方法で当社に申し出るものとし、その月の末日までに

当社所定の契約プラン変更手続きが完了した場合には、翌月から変更後の

契約プランが適用されるものとします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



＊＊＊＊ 

変更前 変更後 

第 7 条（契約の解除） 第 7 条（利用停止、契約解除） 

当社は、会員または登録運転者が次の各号の一つにでも違反したときは、

何らの通知、催告することなく、カーシェアリングシステムの利用の停止または

入会契約および第１２条に定める個別契約を解除することができるものとし

ます。 

（1）会員がこの約款第２条各号のいずれかに該当したとき。 

（2）会員または登録運転者が第５条各号の保証事項のいずれかに違反

をしたとき。 

（3）会員が、第４条に定める料金等および第１８条に定める決済等その

他この約款、入会契約、貸渡規約等、個別契約等のカーシェアリングシステ

ムに係る契約に基づく金銭債務（以下「本債務」という）の支払いを１回で

も遅滞し、または当該支払を拒否したとき。 

（4）会員または登録運転者が第２８条第７項に該当したとき。 

（5）会員または登録運転者がこの約款、貸渡規約等、その他当社との契

約に違反したとき。 

（6）会員が、会員の指定したクレジットカードや支払口座の利用が停止さ

れたとき。（一時的に利用が停止された場合を含む） 

（7）会員が差押・仮差押・仮処分・強制執行または競売の申立を受けた

とき。 

（8）会員が破産、民事再生、会社更生もしくは特別清算を申立て、また

はこれらの申立を受けたとき。 

（9）会員が解散を決議し、または任意整理手続を開始する旨を対外的に

公表したとき。 

（10）会員が自ら振出し、引受を為し、または保証を行った手形もしくは小

切手が不渡りとなったとき。 

（11）会員または登録運転者が他の会員に著しく迷惑を掛ける行為（カ

ーシェアリング車両の車内での喫煙、物品等の放置、カーシェアリング車両の

汚損、無断延長等を含むがこれらに限られない）を行った、または同乗者を

して行わせたと当社が判断したとき。 

（12）会員および会員のグループ会社とオリックスグループ会社との取引の

一つについてでも期限の利益を喪失し、またその約定に違反したとき。 

（13）過去の貸渡しにおいて、約款または第３４条に基づく保険約款違

反により保険が適用されなかったことが判明したとき。 

（14）前各号の他、当社が必要であると判断したとき。 

２．前項の場合、会員は、当社に対して負担している本債務の期限の利

益を失い、直ちに当社に対し一括して本債務残額を弁済するものとします。 

３．第１項において、当社が会員のカーシェアリングシステムの利用を停止し

た場合、当社が当該利用の停止を解除するまでの間、IC カードの機能は停

止され、会員および登録運転者は、カーシェアリングシステムを利用できないも

のとします。 

 

１．当社は、会員または登録運転者が次の各号の一つにでも該当したとき

は、何らの通知、催告することなく、カーシェアリングシステムの利用の停止また

は入会契約、個別契約（個別契約の予約を含む）の全部または一部を当

社の任意の判断により解除すること、または登録運転者の登録を取り消すこ

とができるものとします。 

（1）会員が第２条各号のいずれかに該当したとき。 

（2）会員または登録運転者が第５条各号の保証事項のいずれかに違反

をしたとき。 

（3）会員が、第１８条に定める本債務の支払いを１回でも遅滞し、また

は当該支払を拒否したとき。 

（4）会員または登録運転者が第２８条第２項に違反したとき、もしくは

同条第５項に定める費用を支払わないとき。 

（5）会員または登録運転者がこの約款、貸渡規約等、その他当社との契

約に違反したとき。 

（6）会員の指定したクレジットカードや支払口座の利用が停止されたとき。

（一時的に利用が停止された場合を含む）ならびに、第１８条に定めるク

レジットカードの有効性確認の結果、会員のクレジットカードの有効性が確認

できない等会員の信用状況に問題があると当社が判断したとき。 

（7）会員が差押・仮差押・仮処分・強制執行または競売の申立を受けた

とき。 

（8）会員が破産、民事再生、会社更生もしくは特別清算を申立て、また

はこれらの申立を受けたとき。 

（9）会員が解散を決議し、または任意整理手続を開始する旨を対外的に

公表したとき。 

（10）会員が自ら振出し、引受を為し、または保証を行った手形もしくは小

切手が不渡りとなったとき、または、電子記録債権の支払不能通知があった

とき。 

（11）会員または登録運転者が第２５条に定める禁止行為を行った、ま

たは同乗者をして行わせたと当社が判断したとき。 

（12）会員および会員のグループ会社とオリックスグループ会社との取引の

一つについてでも期限の利益を喪失し、またその約定に違反したとき。 

（13）過去の貸渡しにおいて、約款または第３４条に基づく保険約款違

反により保険が適用されなかったことが判明したとき。 

（14）個人会員または登録運転者が死亡又は行方不明となったとき、当

社から会員に宛てた通知が届出の連絡先に到達しないとき又は当社からの

通知の受取を拒否したとき。 

（15）前各号の他、当社が必要であると判断したとき。 

２．前項の定めに基づき入会契約を解除した場合、会員は、第１８条に

定める本債務の期限の利益を失い、直ちに当社に対し一括して当該本債

務残額を弁済するものとします。また、当該入会契約において登録された登

録運転者は、当該解除の時点で、その資格を自動的に喪失するものとしま

す。 

３．第１項において、当社が会員および登録運転者のカーシェアリングシス

テムの利用を停止した場合、当社が当該利用の停止を解除するまでの間、

第１６条で定める IC カード等の機能は停止され、会員および登録運転者

は、カーシェアリングシステムを利用できないものとします。 

 

第 8 条（不可抗力事由による契約の中途終了） 第 8 条（不可抗力事由等による入会契約の中途解約・終了） 

天災地変その他の不可抗力の事由により、カーシェアリング車両またはカーシ

ェアリングシステムの全部または一部が使用不能となり、これによりカーシェアリ

ングシステムの提供が困難であると当社が判断した場合には、入会契約は終

了するものとします。この場合、会員は、入会契約が終了した月の翌月以降

の貸渡料金等および月額基本料（もしあれば）については支払うことを要し

ないものとします。 

２．前項の本サービスの提供の中止または一時的な中断により、会員また

は登録運転者が被った損害について当社は一切責任を負わないものとしま

す。 

当社は、第３６条に定める不可抗力事由、または不可抗力事由に準じると

当社が合理的に判断した事由が発生した場合、第３６条の２に定めるカー

シェアリングシステムの提供の中止により、カーシェアリング車両またはカーシェア

リングシステムの全部もしくは一部が使用不能となった場合、またはカーシェア

リングシステムの提供が困難であると当社が判断した場合には、会員の承諾

なくして入会契約を解約・終了できるものとします。このとき、会員は、入会契

約が終了した月の翌月以降の貸渡料金等および月額基本料（もしあれ

ば）については支払うことを要しないものとします。 

 
 



＊＊＊＊ 

変更前 変更後 

第 9 条（契約の中途解約・終了） 第 9 条（入会契約の中途解約・終了） 

会員は、当社の同意を得て入会契約を解約することができるものとします。 

２．会員は、入会契約の中途解約・終了を希望する場合、当社所定の方

法により、中途解約・終了を希望する月の 25 日（当該日が金融機関の非

営業日の場合は、前営業日）までに当社に申し出るものとし、当社はその

月の末日をもって中途解約・終了を受理し、会員契約を終了するものとしま

す。 

３．会員は、入会契約が中途解約、解除、その他の理由により契約期間

中に終了したときは、第４条に定める料金等のうち、すでに当社が受領した

金銭については返還されないこと、入会契約の中途解約の希望日が当月末

日より前であっても、会員は、当該終了月の当該月額基本料等は返還され

ないことを異議なく承諾します。なお、入会契約が終了した場合であっても、

既に貸し渡したカーシェアリング車両の貸渡料金等、その他会員が当社に対

して支払う必要のある金銭の支払いを免れるものではありません。 

 

１．会員は、当社の同意を得て入会契約を中途解約・終了することができ

るものとします。 

２．会員は、入会契約の中途解約・終了を希望する場合、当社所定の方

法により、中途解約・終了を希望する月の 25 日（当該日が金融機関の非

営業日の場合は、前営業日）までに当社に対し、当社所定の方法で申し

出るものとし、当社はその月の末日をもって中途解約・終了を受理し、入会

契約を終了するものとします。 

３．前項の定めにかかわらず、第３条第 3 項および同条第４項に基づき、

入会契約を締結した会員は、第４４条第１項に定める提携事業者と会員

間の入会契約を当該提携事業者の定める方法で中途解約・終了すること

により、当社と会員間の入会契約を中途解約・終了させることができるものと

し、その他の方法により中途解約・終了を行うことはできないものとします。な

お、提携事業者と会員間の入会契約が終了となったときに、理由のいかんを

問わず、当社との間の入会契約も同時に終了するものとします。 

４．会員は、入会契約が中途解約、解除、その他の理由により契約期間

中に終了したときは、第４条に定める料金等のうち、すでに当社が受領した

金銭については返還されないこと、入会契約の中途解約の希望日が当月末

日より前であっても、会員は、当該終了月の当該月額基本料等は返還され

ないことを異議なく承諾します。なお、入会契約が終了した場合であっても、

既に貸し渡したカーシェアリング車両の貸渡料金等、その他会員が当社に対

して支払う必要のある金銭の支払いを免れるものではありません。 

 

第 10 条（ログイン ID の登録の削除） 第 10 条（ログイン ID の登録の削除） 

解除、解約、終了その他理由のいかんを問わず、入会契約が終了した場

合、当社は、申込システムサイトの会員およびそのシステム利用者のログイン

ID の登録を削除するものとします。 

 

解除、解約、終了その他理由のいかんを問わず、入会契約が終了した場

合、当社は、申込システムサイトの会員およびそのシステム利用者のログイン

ID の登録を削除するものとします。 

第 11 条（入会契約の有効期間） 第 11 条（入会契約の有効期間） 

入会契約の有効期間は、入会契約の契約締結日から直近の 3 月 31 日

までとし、期間満了の 2 ヵ月前までに当社から終了の申出がない場合は、さ

らに同一条件で１年間更新されるものとし、以降も同様とします。 

１．入会契約の有効期間は、入会契約の契約締結日から直近の 3 月31

日までとし、期間満了の 2 ヵ月前までに当社から終了の申出がない場合は、

さらに同一条件で１年間更新されるものとし、以降も同様とします。 

２．前項の定めにかかわらず、会員が自ら登録した全ての登録運転者の運

転免許の有効期間が満了した後、第６条第２項に定める更新後の運転

免許の届け出を行わず、当該満了の時点より６カ月間が経過した場合、当

社は、当該６カ月経過後、当社の判断により、会員に通知のうえ当該会員

と締結した入会契約を終了できるものとし、会員は異議なくこれを承諾しま

す。 

３．前二項の定めにかかわらず、当社は、法人会員が入会契約の締結日

の属する月、または当該法人会員が最後に締結した個別契約の終了日の

属する月から２年間カーシェアリングシステムの利用が無い場合、当該２年

間経過後、当社の判断により、会員に通知のうえ当該入会契約を終了させ

ることができるものとし、会員は異議なくこれを承諾します。 

 

第 12 条（予約・使用手続き） 第 12 条（予約手続き） 

会員は、カーシェアリング車両を使用するにあたって、あらかじめカーシェアリング

車両の希望車種、借受希望日時、借受希望場所、返還希望日時および

返還希望場所、その他当社所定の借受希望条件（以下「借受条件」とい

う）を明示のうえ、当社所定のパソコンサイト、モバイルサイト、スマートフォ

ン、タブレット端末等のアプリケーション、その他当社所定の方法により、個別

の貸し渡し契約（以下「個別契約」という）の予約を申し込むものとし、当

社は、他の予約状況等を勘案し、可能な範囲で、この予約に応じるものとし

ます。なお、会員および登録運転者は、既にカーシェアリング車両が他の会員

に予約される等、会員の借受条件の希望に従ってカーシェアリング車両を使

用することができない場合でも、当社に対しその損害の賠償を請求できないも

のとします。 

１．会員および登録運転者は、カーシェアリング車両を使用するにあたって、

あらかじめカーシェアリング車両の希望車種、借受希望日時、借受希望場

所、返還希望日時および返還希望場所、その他当社所定の借受希望条

件（以下「借受条件」という。）を明示のうえ、当社所定のパソコンサイト、

モバイルサイト、スマートフォン、タブレット端末等のアプリケーション、その他当

社所定の方法により、個別契約の予約を申し込むものとし、当社は、他の予

約状況等を勘案し、可能な範囲で、この予約に応じるものとします。なお、会

員および登録運転者は、既にカーシェアリング車両が他の会員に予約される

等、会員および登録運転者の借受条件の希望に従ってカーシェアリング車両

を使用することができない場合でも、当社に対しその損害の賠償を請求でき

ないものとします。 

 

 
 
 



＊＊＊＊ 

変更前 変更後 

２．個別契約の予約申込み後、借受条件に変更が生じたときは、会員は、

速やかに、パソコンサイト、モバイルサイト、スマートフォン、タブレット端末等の

アプリケーション、その他当社所定の方法により当該変更手続を行うものとし

ます。なお、当該変更手続きを 30 回以上行った場合、当社は予約を解約

できるものとします。 

３．当社は、カーシェアリング車両の故障等により会員に貸し渡される前にカ

ーシェアリング車両が使用不能となった場合には、個別契約の予約を解約す

ることができるものとし、この場合には、第３７条第２項および第４項が適用

されることを、当社および会員は確認します。 

２．個別契約の予約申込み後、借受条件に変更が生じたときは、会員お

よび登録運転者は、直ちに、パソコンサイト、モバイルサイト、スマートフォン、タ

ブレット端末等のアプリケーション、その他当社所定の方法により当該変更手

続を行うものとします。なお、当該変更手続きが当社所定の回数を超えて行

われた場合、当社は、当該変更手続きを他の会員および登録運転者の利

用を断続的に妨げる不適切な変更手続きと判断し、当該個別契約の予約

を解除できるものとします。 

３．当社は、カーシェアリング車両の故障等により会員に貸し渡される前にカ

ーシェアリング車両が使用不能となった場合には、個別契約の予約を解約す

ることができるものとし、この場合には、第３７条第２項および第４項が適用

されることを、当社および会員は確認します。 

 

第 13 条（貸し渡し手続き等） 第 13 条（個別契約の成立・貸し渡し手続き等） 

カーシェアリング車両の保管場所（以下「カーステーション」という）において、

前条に基づき予約したカーシェアリング車両に、登録運転者自らがＩＣカード

を提示し、本人確認を行ったうえで、カーシェアリング車両の開錠を行う（以

下この手続を「貸し渡し手続き」という）方法によりその予約が完結し、個別

契約が成立するものとし、当社は、成立した個別契約に基づき会員に対し、

第２１条により整備されたカーシェアリング車両を貸し渡すものとします。 

２．当社は、前条により予約されたカーシェアリング車両の借受希望時間

（以下「借受希望時間」という）が開始してから 75 分以上（ただし、借受

希望時間が 75 分よりも短い場合には、当該借受時間）経過しても前項の

貸し渡し手続きが行われなかったとき、当該借受希望時間におけるカーシェア

リング車両の予約は自動的に取り消されるものとし、会員はこれを承認しま

す。 

３．当社は、事故、盗難、他の会員によるカーシェアリング車両の返却遅

延、その他当社の責に帰さない事由により、事前に予約されたカーシェアリン

グ車両を貸し渡すことができない場合には、予約成立後であっても、無条件

で当該予約を解約することができるものとします。 

４．当社は通信トラブルを含むシステムの不具合その他、運営上の都合等

により、予約を取り消し、または無条件で個別契約を解約することができるも

のとします。ただし、この場合、その旨を個別契約に基づきカーシェアリング車

両を使用する登録運転者に対し、当社所定の方法により速やかに連絡する

ものとします。 

５．会員は、前３項の場合、または前条の予約申込時に既にカーシェアリン

グ車両が他の会員より予約がなされ、カーシェアリング車両の予約を行うことが

できない場合でも、当社に対して何ら請求することはできないものとします。 

 

１．カーステーションにおいて、前条に基づき予約したカーシェアリング車両

に、登録運転者自らが第１６条で定めるＩＣカード等を提示し、本人確認

を行ったうえで、カーシェアリング車両の開錠を行う（以下この手続を「貸し渡

し手続き」という。）方法によりその予約が完結し、個別契約が成立するもの

とします。当社は、これにより成立した個別契約に基づき会員および登録運

転者に対し、第２１条により整備されたカーシェアリング車両を貸し渡すもの

とします。 

２．当社は、前条により予約されたカーシェアリング車両の借受希望時間

（以下「借受希望時間」という。）が開始してから 75 分以上（ただし、借

受希望時間が 75 分よりも短い場合には、当該借受時間）経過しても前

項の貸し渡し手続きが行われなかったとき、当該借受希望時間におけるカー

シェアリング車両の予約は自動的に取り消されるものとし、会員はこれを承認

します。 

３．当社は、事故、盗難、他の会員によるカーシェアリング車両の返還遅

延、その他当社の責に帰さない事由により、事前に予約されたカーシェアリン

グ車両を貸し渡すことができない場合には、予約成立後であっても、無条件

で当該予約を解約することができるものとします。 

４．当社は通信トラブルを含むシステムの不具合その他、運営上の都合等

により、予約を取り消し、または無条件で個別契約を解約することができるも

のとします。ただし、この場合、その旨を個別契約に基づきカーシェアリング車

両を使用する登録運転者に対し、当社所定の方法により直ちに連絡するも

のとします。 

５．会員は、前３項の場合、または前条の予約申込時に既にカーシェアリン

グ車両が他の会員より予約がなされ、カーシェアリング車両の予約を行うことが

できない場合でも、当社に対して何ら請求することはできないものとします。 

 

 第 13 条の 2（燃料給油・充填） 

 登録運転者は貸渡規約等の定めに基づきカーシェアリング車両に燃料を給

油・充填する場合、カーシェアリング車両に備え付けられた、当社所定の燃料

の購入の用に供するカード（以下「給油等カード」という。）を使用するものと

します。 

 

第 14 条（返還の請求等） 第 14 条（返還の請求等） 

当社は、会員または登録運転者が第 5 条各号に記載する事項の一にでも

違反したときは、何らの通知、催告をすることなく、会員または登録運転者に

対して直ちにカーシェアリング車両の返還を請求し、または登録運転者の変

更を請求することができるものとします。 

当社は、会員または登録運転者が第５条および第７条の各号に記載する

事項の一にでも違反したときは、何らの通知、催告をすることなく、会員または

登録運転者に対して直ちにカーシェアリング車両の返還を請求し、または登

録運転者の変更を請求することができるものとします。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



＊＊＊＊ 

変更前 変更後 

第 15 条（個別契約の終了） 第 15 条（個別契約の終了） 

会員は、カーシェアリング車両の借受時間（以下「借受時間」という）中であ

っても、当社の承諾を得て個別契約を終了することができるものとします。 

２．カーシェアリング車両の借受時間内において天災地変その他の不可抗

力の事由（会員および登録運転者ならびに当社のいずれの責にも帰すべか

らざる事由により生じた故障等の場合も含む）により、カーシェアリング車両が

使用不能となった場合には、個別契約は終了するものとします。この場合、

会員は、当社に対して、個別契約が終了した以降の貸渡料金等を支払うこ

とを要しないものとします。 

３．カーシェアリング車両の事故（対人、対物、自損を含む全ての事故をい

う。以下同じ。）のうち、会員の責に帰する事由による事故または故障が発

生したときは、このときをもって、個別契約は終了するものとし、会員は、直ち

にカーシェアリング車両を当社に対して返還するものとします。この場合、実際

にカーシェアリング車両を使用した時間にかかわらず、会員は、当社に対して、

貸渡料金等全額を支払うものとします。 

４．カーシェアリング車両の借受時間内において貸渡し前に存した欠陥・不

具合その他カーシェアリング車両が借受条件に適合していないことに起因し

て、カーシェアリング車両が使用不能となった場合には、会員および登録運転

者は当社が近隣で用意する代替車両の提供を受けることができるものとしま

す。 

５．会員および登録運転者が前項の代替車両の提供を受けない場合に

は、個別契約は終了するものとします。この場合、会員は、当社に対して、個

別契約が終了した時点以降の貸渡料金等を支払うことを要しないものとしま

す。なお、当社が代替車両を提供できないときも、本項と同様とします。 

６．会員および登録運転者は、本条に定める措置を除き、カーシェアリング

車両の借受時間内においてカーシェアリング車両を使用できなかったことにより

生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできな

いものとします。 

１．個別契約は、会員および登録運転者が、第１２条第１項の予約時

に返還場所として明示したカーステーションにおいて、IC カード等を提示し、カ

ーシェアリング車両の施錠を行った時点で終了するものとします。なお、会員

は、カーシェアリング車両の借受時間中であっても、当社の承諾を得て個別

契約を終了することができるものとします。 

２．カーシェアリング車両の借受時間内において第３６条に定める不可抗

力事由または不可抗力事由に準じると当社が合理的に判断した事由の発

生、または第３６条の２に定めるカーシェアリングシステムの提供の中止によ

り、カーシェアリング車両が使用不能となった場合には、個別契約は終了する

ものとします。この場合、会員は、当社に対して、個別契約が終了した以降

の貸渡料金等を支払うことを要しないものとします。 

３．カーシェアリング車両の事故（対人、対物、自損を含む全ての事故をい

う。以下同じ。）のうち、会員および登録運転者の責に帰すべき事由による

事故または故障が発生したときは、このときをもって、個別契約は終了するも

のとし、会員および登録運転者は、直ちにカーシェアリング車両を当社に対し

て返還するものとします。この場合、実際にカーシェアリング車両を使用した時

間にかかわらず、会員は、当社に対して、貸渡料金等全額を支払うものとし

ます。 

４．カーシェアリング車両の借受時間内において貸渡し前に存した欠陥・不

具合その他カーシェアリング車両が借受条件に適合していないことに起因して

カーシェアリング車両が使用不能となった場合には、会員および登録運転者

は当社が近隣で用意する代替車両の提供を受けることができるものとしま

す。 

５．会員および登録運転者が前項の代替車両の提供を受けない場合に

は、個別契約は終了するものとします。この場合、会員は、当社に対して、個

別契約が終了した時点以降の貸渡料金等を支払うことを要しないものとしま

す。なお、当社が前項の定めにかかわらず代替車両を提供できないときも、

本項と同様とします。 

６．会員および登録運転者は、本条に定める措置を除き、カーシェアリング

車両の借受時間内においてカーシェアリング車両を使用できなかったことにより

生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできな

いものとします。 

 

第 16 条（ＩＣカード） 第 16 条（ＩＣカード） 

当社は、会員に対して、個別契約に基づくカーシェアリング車両の貸し渡し時

に登録運転者の本人確認およびカーシェアリング車両の開錠および施錠等を

行うために必要な当社所定のＩＣカードを貸与するものとします。 

２．会員は、当社から貸与を受けたＩＣカードを善良な管理者の注意義

務をもって、使用・保管するものとします。 

３. 会員は、当社が貸与するＩＣカードの他に登録運転者が所持する他の

ＩＣカードを第１項に定めるＩＣカードとして利用することを希望する場合に

おいて、当社が特に認めたときは、登録運転者が所持するＩＣカードの情報

を当社所定のシステムに登録することにより当該 IC カードを第１項に定める

ＩＣカードとして使用することができるものとします。なお、この場合において

も、登録運転者が使用するか否かにかかわらず、当社は、当社所定のＩＣ

カードを会員に対して貸与するものとします（以下第１項および本項に定め

るＩＣカードを総称して「ＩＣカード」という）。 

４．前項により、登録運転者が所持するＩＣカードを第１項に定めるＩＣ

カードとして利用することを希望するときは、会員は、申込書等に登録運転者

が所持するＩＣカードを第 1 項に定めるＩＣカードとして利用することを希望

する旨および登録運転者が所持するＩＣカードの情報を記載し、当該情報

を当社に対して届け出るものとします。 

５．会員は、第３項により、当社が、登録運転者の所持するＩＣカードの

情報を当社所定のシステムに登録したときは、料金表に基づき、これに係る

ＩＣカード登録手数料を当社に対して支払うものとします。また、会員は登

録運転者用ＩＣカードの再発行もしくは再登録に要する費用相当額とし

て、料金表に定める金額を当社に対して支払うものとします。 

 

１．当社は、登録運転者に対して、個別契約に基づくカーシェアリング車両

の貸し渡し時に登録運転者の本人確認およびカーシェアリング車両の開錠お

よび施錠等を行うために当社所定のＩＣカードを貸与するものとします。 

２．会員が希望し、当社が認めたときは、前項に基づき当社が貸与するＩ

Ｃカードに代えて、登録運転者が所持する FeliCa チップを内蔵した他のＩ

Ｃカードまたは携帯端末（以下「他ＩＣカード等」という。）を当社所定の

システムに当社所定の方法で登録することにより前項に定めるＩＣカードとし

て利用することができます（ＩＣカードと本項に定める手続きで登録された他

ＩＣカード等を総称して、以下「ＩＣカード等」という。）。この場合、会員が

ＩＣカードの発行を希望せず、当社が認めたときは、前項の定めにかかわら

ず登録運転者に対して IC カードの貸与は行わないものとします。 

３．前項の場合、会員は、当社所定の方法で、当社に対し登録運転者が

所持する他ＩＣカード等を第 1 項に定めるＩＣカードとして利用することを

希望する旨、および登録運転者が所持する他ＩＣカード等の情報を含む当

社所定の情報を届け出るものとします。なお、当社が当該届け出を承諾し、

他ＩＣカード等の情報を当社所定のシステムに登録したときは、第４条第

１項で定めるＩＣ登録手数料を当社に対して支払うものとします。 

４．会員および登録運転者は、ＩＣカード等を善良な管理者の注意義務

をもって、使用・保管するものとし、ＩＣカード等を、各カード毎にあらかじめ指

定された登録運転者以外の第三者（法人会員の他の役職員、個人会員

の他の同居親族を含む。）に使用させたり、複製・改竄してはならないものと

します。なお、会員または登録運転者が、本項に違反し IC カード等が不正

に利用された場合、当該不正利用に係る一切の債務について、会員が全て

履行する責任を負うものとします。 

 



＊＊＊＊ 

変更前 変更後 

６．会員は、ＩＣカードにつき、各カード毎にあらかじめ指定された登録運

転者にのみ使用させるものとし、他の第三者（法人会員の他の役職員、個

人会員の他の同居親族を含む）に使用させてはならないものとします。 

７．理由のいかんを問わず入会契約が効力を失ったとき、カーシェアリングシ

ステムが終了または中止されたときは、当社からの指示に従うものとします。ま

た、登録運転者が第３項に定めるＩＣカードを利用している場合には、当

社は、速やかに当社所定のシステムに登録されている当該ＩＣカードの情報

を消去するものとします。 

 

５．会員は、理由のいかんを問わず入会契約が効力を失ったとき、カーシェ

アリングシステムが終了または中止されたときは、ＩＣカードの取扱いについて

当社からの指示に従うものとします。また、登録運転者が第２項および第３

項に定める他ＩＣカード等を利用している場合には、当社は、直ちに当社所

定のシステムにおいて、登録されている当該他ＩＣカード等の情報を失効さ

せる措置を講じるものとします。 

第 17 条（紛失・盗難等） 第 17 条（再発行・再登録） 

ＩＣカードの紛失、盗難、滅失または破損の場合、会員は、速やかにその旨

を当社所定の連絡先へ届け出るものとします。 

２．前項の場合、その紛失等が会員の責めに帰すべき事由によるか否かに

かかわらず、会員は、ＩＣカードの再交付に係る実費相当額を負担するもの

とし、当社の請求に従いこれを当社に支払うものとします。 

３．前条第３項に定める IC カードについて第１項に定める紛失等が発生

した場合、またはＩＣカードが更新された等の理由により、ＩＣカードに記憶

されているカーシェアリング車両を利用するための必要なデータが破損した場

合、会員は、当該ＩＣカードの発行会社より発行された新たなＩＣカードを

当社に対して提出することにより当該ＩＣカードに無償でデータの再登録が

できるものとします。 

１．会員または登録運転者は、前条第１項に基づき当社より貸与された

ＩＣカードを紛失、盗難、その他の事由により滅失しまたは破損させた場

合、直ちにその旨を当社所定の連絡先へ届け出るものとします。 

２．前項の場合、その紛失等が会員または登録運転者の責めに帰すべき

事由によるか否かにかかわらず、会員は、ＩＣカードの再発行に係る手数料

として第４条第１項で定めるＩＣカード発行手数料を当社に対して支払う

ものとします。 

３．前条第２項に定める他ＩＣカード等について第１項に定める紛失等

が発生した場合、または他ＩＣカード等が更新された等の理由により、当該

他ＩＣカード等に記憶されているカーシェアリング車両を利用するための必要

なデータが喪失または破損した場合、会員は、新たな他ＩＣカード等を当社

に対して届け出ることにより当該他ＩＣカード等にデータの再登録ができるも

のとします。なお、この場合、会員は、再登録に係る手数料として第４条第

１項で定めるＩＣ登録手数料を当社に対して支払うものとします。 

 

第 18 条（決済等） 第 18 条（決済等） 

会員は、第４条に定める料金等その他当社に対する債務を、個人会員につ

いては、当社に届け出たクレジットカード決済によるものとし、法人会員につい

ては、指定口座振替、当該法人代表名義のコーポレートカード・ビジネスカー

ド決済、あるいは当社指定の決済方法によるものとします。 

２．前項の手段により決済できないときは、当社は、請求書による振込また

は現金持参にて支払いを求めることができるものとします。なお、会員からの申

し出による請求書による振込または現金持参にての支払いに応じることはで

きないものとします。 

３．会員とクレジットカード会社、当該クレジットカード会社の支払口座のあ

る銀行との間において、料金等の支払いを巡って紛争が発生した場合は、会

員は自己の費用と責任によりこれを解決するものとし、当社に一切迷惑をか

けないものとします。 

４．第１項に定める決済方法のうち、クレジットカード決済または指定口座

振替を行っている場合において、当社がクレジットカード会社または銀行に所

定額を請求できなかった際には、会員は当社からの請求に従い直ちに振込ま

たは現金持参にて不足額を当社に支払うものとします。 

５．当社は、毎月末日をもって第４条に定める料金等その他会員が当社

に支払うべき債務を締切り、これを集計します。但し、第７条の定めにより会

員契約の解除、登録運転者の登録取消し、あるいは会員または登録運転

者に対して利用が停止された場合は、直ちに会員の当社に対する全ての債

務を集計し、請求できるものとします。 

 

１．会員は、この約款、入会契約、貸渡規約等、個別契約、およびその他

カーシェアリングシステムに係る契約に基づき会員が当社に対して負担する金

銭債務（以下「本債務」という。）を、個人会員については、当社に届け出

たクレジットカード決済により支払うものとし、法人会員については、指定口座

振替、当該法人代表名義のコーポレートカード・ビジネスカード決済、あるい

は当社指定の決済方法のいずれかにより支払うものとします。なお、当社はこ

れら以外の支払い方法には応じないものとします。 

２．前項の手段により決済できないときは、当社は、当社が指定する方法

で支払いを求めることができるものとします。 

３．会員とクレジットカード会社、当該クレジットカード会社の支払口座のあ

る銀行との間において、料金等の支払いを巡って紛争が発生した場合は、会

員は自己の費用と責任によりこれを解決するものとし、当社に一切迷惑をか

けないものとします。 

４．会員は、当社が、会員の指定したクレジットカードの有効性確認を行う

場合があること、および、当該有効性確認に係る履歴等がクレジットカードの

支払明細等に表示される場合があることを異議なく承諾します。 

５．第１項に定める決済方法のうち、クレジットカード決済または指定口座

振替を行っている場合において、当社がクレジットカード会社または銀行に所

定額を請求できなかった際には、会員は当社からの請求に従い直ちに当社

指定の方法で不足額を当社に支払うものとします。 

６．当社は、毎月末日をもって本債務を締切り、これを集計します。ただし、

第７条の定めにより会員契約の解除、登録運転者の登録取消し、あるいは

会員または登録運転者に対して利用が停止された場合は、直ちに会員の当

社に対する全ての債務を集計し、請求できるものとします。 

 

第 19 条（相殺） 第 19 条（相殺） 

当社は、この約款に基づく会員に対する金銭債務があるときは、会員の当社

に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。 

 

１．当社は、この約款に基づく会員に対する金銭債務があるときは、本債務

といつでも相殺することができるものとします。 

２．法人会員は、本債務を、当該法人会員が有する当社に対する債権を

もって相殺することはできないものとします。 

 

 
 
 



＊＊＊＊ 

変更前 変更後 

第 20 条（貸渡料金改定に伴う処置） 第 20 条（貸渡料金等の改定に伴う処置） 

第１２条による予約をした後に第４条の貸渡料金が改定されたときは、当

該予約に関する個別契約については改定後の料金表が適用されるものとし

ます。 

 

会員および登録運転者が第１２条に定める個別契約の予約をした後に、

当社が第４条に定める貸渡料金および当社が定める会員向けの優遇サー

ビスの適用条件等を改定したときは、当該予約に関する個別契約について

は借受時間満了のときに適用される料金および当該優遇サービスの適用条

件等に従うものとします。また、会員および登録運転者が、当該改定後個別

契約の予約の内容を変更せず利用した場合、または、新たな個別契約の予

約を行った場合、会員および登録運転者は当該改定について黙示的にこれ

に同意したものとします。 

 

第 21 条（定期点検整備） 第 21 条（定期点検整備） 

当社は、カーシェアリング車両に対して、道路運送車両法第４８条の定期

点検整備を実施します。 

２．前項の点検の結果、カーシェアリング車両の使用が不適当と認められた

場合には、当社は第１２条に基づき予約を解約することができます。なお、

会員または登録運転者は、この予約の解除により生じた損害について、当社

に責任を問わないものとします。 

 

１．当社は、カーシェアリング車両に対して、道路運送車両法第４８条

（定期点検整備）に定める定期点検整備を実施します。 

２．前項の点検の結果、カーシェアリング車両の使用が不適当と認められた

場合には、当社は第１２条に基づき予約を解約することができます。なお、

会員または登録運転者は、この予約の解除により生じた一切の損害につい

て、当社に責任を問わないものとします。 

第 22 条（日常点検整備等） 第 22 条（日常点検整備等） 

会員は、個別契約に基づきカーシェアリング車両を借り受ける都度、道路運

送車両法第４７条の２に定める日常点検整備に準じた点検を実施するも

のとし、または登録運転者をして実施させるものとします。 

２．会員は、個別契約に基づきカーシェアリング車両を借り受ける都度、カー

シェアリング車両の損傷、部品の紛失、カーシェアリング車両に備えつけられた

備品の紛失等（以下「損傷等」という）がないか点検し、または登録運転

者をして点検させるものとします。 

３．会員または登録運転者は、前２項の日常点検整備等において、カー

シェアリング車両に整備不良または損傷等を発見した場合は、直ちに当社所

定の連絡先に連絡し、当社の指示に従うものとします。なお、当該異常によ

り、カーシェアリング車両の貸し渡しができなくなった場合において、他のカーシ

ェアリング車両の案内ができないとき、または当社が案内した他のカーシェアリ

ング車両の借り受けを会員が承認しないときは、個別契約は終了となります。

なお、これにより会員または登録運転者に生ずる損害について、当社は責任

を負わないものとします。 

１．会員は、個別契約に基づきカーシェアリング車両を借り受ける都度、道

路運送車両法第４７条の２（日常点検整備）に定める点検整備を実

施するものとし、または登録運転者をして実施させるものとします。 

２．会員は、個別契約に基づきカーシェアリング車両を借り受ける都度、カー

シェアリング車両の損傷、部品の紛失、カーシェアリング車両に備えつけられた

備品の紛失等（以下「損傷等」という。）がないか点検し、または登録運転

者をして点検させるものとします。 

３．会員または登録運転者は、前２項の日常点検整備等において、カー

シェアリング車両に整備不良または損傷等を発見した場合は、直ちに当社所

定の連絡先に連絡し、当社の指示に従うものとします。なお、当該異常によ

り、カーシェアリング車両の貸し渡しができなくなった場合において、当社が他

のカーシェアリング車両の案内ができないとき、または当社が案内した他のカー

シェアリング車両の借り受けを会員または登録運転者が承認しないときは、個

別契約の予約は終了となります。なお、これにより会員または登録運転者に

生ずる一切の損害について、当社は責任を負わないものとします。 

 

第 23 条（電気自動車） 第 23 条（電気自動車） 

会員および登録運転者は、カーシェアリング車両が電気自動車の場合、当

該電気自動車（以下「電気自動車」という）および電気自動車の充電器

（以下「充電器」という）の利用に関して、別途当社が定めるマニュアルおよ

び以下の各号の事項を遵守して、利用することに同意します。 

（1）電気自動車または充電器の不適切な取扱いにより、電気自動車また

は充電器を破損・紛失・汚損した場合は、修復に要する費用を会員が負担

すること。 

（2）電気自動車または充電器の不適切な取扱いまたは不注意により生じ

た事故について、当社は一切の責任を負わないものとすること。 

（3）会員および登録運転者は、電気自動車の返還手続きは、第３８条

に定める返還手続きを実施し、かつ、充電器の充電ケーブルを電気自動車

の充電装置に接続する事をもって、完了するものとすること。なお、充電器の

充電ケーブルを電気自動車に接続しないで電気自動車を返還した場合、会

員は、対処に要した費用および以後の貸渡等に支障等が発生した場合の

損害賠償を負担すること。 

（4）利用開始時に電気自動車の充電が十分でない場合、会員の負担に

て充電すること。なお、その場合の充電に要する時間も課金対象に含まれる

ことを会員は承諾すること。 

 

会員および登録運転者は、カーシェアリング車両が電気自動車の場合、当

該電気自動車（以下「電気自動車」という。）および電気自動車の充電

器（以下「充電器」という。）の利用に関して、別途当社が定めるマニュアル

および以下の各号の事項を遵守して、利用することを承諾します。 

（1）電気自動車または充電器の不適切な取扱いにより、電気自動車また

は充電器を破損・紛失・汚損した場合は、修復に要する費用を会員が負担

すること。 

（2）電気自動車または充電器の不適切な取扱いまたは不注意により生じ

た事故について、当社は一切の責任を負わないものとすること。 

（3）会員および登録運転者は、電気自動車の返還手続きは、第３８条

に定める返還手続きを実施し、かつ、充電器の充電ケーブルを電気自動車

の充電装置に接続する事をもって、完了するものとすること。なお、充電器の

充電ケーブルを電気自動車に接続しないで電気自動車を返還した場合、会

員は、対処に要した費用および以後の貸渡等に支障等が発生した場合の

損害を賠償すること。 

（4）電気自動車の特性として運転の仕方、走行状況、エアコンディショナ

ーやオーディオの使用状況等により、走行可能距離は大きく変動することを了

承し、早めの充電を心がけること。 

 

 
 
 
 
 



＊＊＊＊ 

変更前 変更後 

（5）電気自動車の特性として運転の仕方、走行状況、エアコンディショナ

ーやオーディオの使用状況等により、走行可能距離は大きく変わることを了承

し、早めの充電を心がけること。なお、当社が別途指定する充電器を使用す

る場合を除き、当社のカーステーションに設置された充電器以外で充電する

場合の費用は、会員の負担とし、当該充電に関する手続きは会員と当該充

電器の運営者との間で行うものであること。 

（6）利用中に充電切れ等で移動できなくなり、レッカー移動や充電作業等

が必要となった場合、その費用は会員の負担とし、当社はいかなる責任も負

わないものであること。 

 

（5）登録運転者は、第１３条の２の定めに関わらず、電気自動車への

充電はカーステーションに設置された充電器を使用して行うこと。ただし、登録

運転者がカーステーションに設置された充電器以外で充電を行う場合、当該

充電に要した費用は、会員または登録運転者の負担とし、当該充電に関す

る一切の諸手続き（充電サービス事業者に対する会員登録等を含むがこれ

に限らない）は会員または登録運転者と当該充電サービス事業者との間で

行うこと。また、その場合の充電に要する時間も課金対象に含まれることを会

員および登録運転者は承諾すること。 

（6）利用中に充電切れ等で移動できなくなり、レッカー移動や充電作業等

が必要となった場合、その費用は会員の負担とし、当社はいかなる責任も負

わないこと。 

 

第 24 条（管理責任） 第 24 条（管理責任） 

会員は、善良な管理者の注意義務をもってカーシェアリング車両を使用・保

管するものとします。 

２．法令で装着を定められた装備品（チャイルドシート、初心者運転標

識、高齢者運転標識など）は、会員または登録運転者がその費用と責任に

おいて確保した上で適正に装着するものとし、当社は一切責任を負わないも

のとします。 

３．会員または登録運転者は、前２項の注意義務を怠り、カーシェアリング

車両を汚損、減失、毀損した場合、直ちに当社へ報告しなければなりませ

ん。 

４．前３項の管理責任は、個別契約に基づくカーシェアリング車両の貸し渡

し手続きが完了したときより始まり、当該車両の返還手続きを完了したときに

終了するものとします。 

 

１．会員および登録運転者は、善良な管理者の注意義務をもってカーシェ

アリング車両を使用・保管するものとします。 

２．法令で装着を定められた装備品（チャイルドシート、ジュニアシート、初

心者運転標識、高齢者運転標識など。以下「装備品」という。）は、会員ま

たは登録運転者がその費用と責任において確保した上で適正に装着・使用

するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。 

３．前項にかかわらず、当社は、装備品をカーシェアリング車両に備え置き、

または提供し、会員または登録運転者の用に供することがあります。この場

合、会員または登録運転者は、当該装備品を使用する場合には、自己の

責任により適合性等について点検の上、これを適切に装着・使用するものと

し、当社は、装備品の装着・使用方法により生じる一切の損害について責任

を負わないものとします。ただし、当社の責めに帰すべき事由により生じた装

備品の不適合による損害についてはこの限りではありません。 

４．会員または登録運転者は、本条で定める注意義務を怠り、カーシェアリ

ング車両を汚損、減失、毀損した場合、直ちに当社へ報告しなければなりま

せん。 

５．本条で定める管理責任は、個別契約に基づくカーシェアリング車両の貸

し渡し手続きが完了したときより始まり、当該車両の返還手続きを完了したと

きに終了するものとします。 

 

第 25 条（禁止行為） 第 25 条（禁止行為） 

会員は、借受時間中、次の行為をしてはならないものとし、登録運転者をし

て、次の行為をさせないものとします。 

（1）当社の承諾および道路運送法に基づく許可等を受けることなく、カー

シェアリング車両を自動車運送事業またはこれに類する目的に使用すること。 

（2）カーシェアリング車両を転貸し、または他に担保の用に供する等当社の

権利の侵害、またはカーシェアリングシステムの障害となり、または侵害、障害

となるおそれのある一切の行為をすること。 

（3）カーシェアリング車両の自動車登録番号標または車両番号標を偽造

もしくは変造し、またはカーシェアリング車両を改造もしくは改装する等、その原

状を変更すること。 

（4）当社の承諾を受けることなく、カーシェアリング車両を各種テストもしくは

競技に使用し、または他車の牽引もしくは後押しに使用すること。 

（5）法令または公序良俗に違反してカーシェアリング車両を使用すること。 

（6）当社の承諾を受けることなく、カーシェアリング車両について損害保険に

加入すること。 

（7）カーシェアリング車両にペットを同乗させること。 

（8）カーシェアリング車両に石油等を持ち込むこと。 

（9）カーシェアリング車両の車内で喫煙、物品等を放置すること。 

（10）その他カーシェアリング車両の車内で異臭を発生させること、汚損する

ことなどにより他の会員および登録運転者に迷惑を及ぼす行為をすること。 

 

会員は、借受時間中、次の行為をしてはならないものとし、登録運転者をし

て、次の行為をさせないものとします。 

（1）当社の承諾および道路運送法に基づく許可等を受けることなく、カー

シェアリング車両を自動車運送事業またはこれに類する目的に使用すること。 

（2）法令または公序良俗に違反してカーシェアリング車両を使用すること。 

（3）カーシェアリング車両を転貸し、または他に担保の用に供する等当社の

権利の侵害、またはカーシェアリングシステムの障害となり、または侵害、障害

となるおそれのある一切の行為をすること。 

（4）カーシェアリング車両の自動車登録番号標または車両番号標を偽造

もしくは変造し、またはカーシェアリング車両を改造もしくは改装する等、その原

状を変更すること。 

（5）カーシェアリング車両に備え付けられた車載器、備品等を改造、損壊

し、正常な動作を妨げ、紛失させ、または不正に持ち出すこと。 

（6）カーシェアリング車両に備え付けられた給油等カードを不正に持ち出

し、またはカーシェアリング車両以外の車両の燃料給油等に使用すること。 

（7）当社の承諾を受けることなく、カーシェアリング車両を各種テストまたは

競技（山岳ラリー、タイムラリー等のロードレースやサーキットレース等を含むが

これに限らない。）もしくは曲芸（サーカスやスタントカー等を含むがこれに限

らない。）に使用し、または他車の牽引もしくは後押しに使用すること。 

（8）会員または登録運転者以外の者にカーシェアリング車両を運転させる

こと。 

（9）当社の承諾を受けることなく、カーシェアリング車両について損害保険に

加入すること。 

 

 
 



＊＊＊＊ 

変更前 変更後 

 （10）カーシェアリング車両にペットを同乗させること。 

（11）他の会員または登録運転者および第三者に迷惑を及ぼす行為（カ

ーシェアリング車両の車内における喫煙または異臭を発生させること、カーシェ

アリング車両に物品等を放置すること、カーシェアリング車両の車内外を汚損

すること、カーステーションにカーシェアリング車両以外の車両等を駐車するこ

と、およびカーステーションが所在する駐車場の管理者が定める諸規則に違

反する行為を含むがこれに限らない。）をすること。 

（12）カーシェアリング車両に、他の会員もしくは登録運転者、当社の社

員、またはその他第三者の生命・身体に対し危害もしくは健康被害を及ぼす

おそれのある物品等（灯油等の引火性液体、爆発性物質、放射性物質、

硫酸等の腐食性物質、有毒ガス及び有毒ガスを発生するおそれのある物

質、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第６条に

定める感染症の検体等を含むがこれに限らない。）を持ち込むこと。 

 

第 26 条（借受時間内の運転者） 第 26 条（借受時間内の運転者） 

個別契約を締結した運転登録者は、借受時間内に当該カーシェアリング車

両に同乗するほかの運転登録者に当該カーシェアリング車両の運転をさせる

ことができる。ただし、他の登録運転者の運転による交通事故等の責任の一

切は、個別契約を締結した当該会員が負うものとします。 

個別契約を締結した会員または登録運転者は、借受時間内に当該カーシ

ェアリング車両に同乗する他の登録運転者に当該カーシェアリング車両の運

転をさせることができるものとします。ただし、他の登録運転者の運転による交

通事故等の責任の一切は、個別契約を締結した会員または当該登録運転

者が負うものとします。 

 

第 27 条（ペナルティ料金） 第 27 条（ペナルティ料金・ノンオペレーションチャージ） 

会員は、保険の適用を受けない車両の現状回復や当社の緊急出動、車両

移動に関しては、ルールブック、ホームページに定めるペナルティ料金を支払う

ものとします。 

 

１．会員は、保険の適用を受けない車両の原状回復や当社の緊急出動、

車両移動等に関しては、貸渡規約等に定めるペナルティ料金を支払うものと

します。 

２．会員または登録運転者が、自らの責に帰すべき事由によりカーシェアリン

グ車両に損傷等を与えた場合、当社は、当該損傷等の程度および修理期

間にかかわらず、会員に当該修理期間中の営業補償の一部として貸渡規

約等に定めるノンオペレーションチャージを請求するものとし、会員はこれを支

払うものとします。 

 

第 28 条（駐車違反の場合の処置等） 第 28 条（駐車違反およびスピード違反等の場合の処置） 

登録運転者が借受時間内にカーシェアリング車両に関し道路交通法に定め

る駐車違反をしたときは、登録運転者は、自ら駐車違反に係る反則金を納

付し、かつ駐車違反に伴うレッカー移動、保管等の諸費用の一切を負担す

るものとし、会員は、登録運転者をして、これらの義務を履行させます。 

２．前項の場合において警察等から当社に対して駐車違反について連絡が

あった場合、当社は登録運転者に連絡し、速やかにカーシェアリング車両を

当社所定の場所に移動させ、カーシェアリング車両の借受時間満了時または

当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して当該違反についての反則

金を納付する等の事務手続きを行うよう指示すると同時に、警察署等に出

頭し、放置駐車違反をした事実および違反者として法律上の措置に従うこと

を自認する旨の当社所定の文書（以下「自認書」という）に署名するよう求

めるものとし、登録運転者は、これに従うものとします。また、当社は、会員も

しくは登録運転者に対し、違反処理の状況を交通反則告知書または納付

書、領収書等により確認するものとします。確認できない場合には、当社が

定める駐車違反違約金を当社に対し支払うことに同意します。 

３．前項の場合において、カーシェアリング車両の返還が借受時間を超えた

場合は、会員は当該超過部分について別途貸渡料金を支払うものとしま

す。 

４．当社は、当社が必要と認めた場合は、警察および公安委員会に対して

自認書および借受時間、登録運転者に貸し渡したカーシェアリング車両の登

録番号等の情報が記載されたデータ等の資料を提出することができるものと

し、登録運転者は、これに同意するものとします。 

 

１．登録運転者が借受時間内にカーシェアリング車両に関し道路交通法に

定める駐車違反をしたときは、登録運転者は、当該駐車違反を行った地域

を管轄する警察署（以下、本項ないし第９項において「取扱い警察署」と

いう。）に出頭し、自ら駐車違反に係る反則金を納付し、かつ駐車違反に

伴うレッカー移動、保管等の諸費用の一切を負担するものとし、会員は、登

録運転者をして、これらの義務を履行させます。 

２．前項の場合において警察または都道府県公安委員会から当社に対し

て駐車違反について連絡があった場合、当社は登録運転者に連絡し、直ち

にカーシェアリング車両を当社所定の場所に移動させ、カーシェアリング車両の

借受時間満了時または当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して

当該違反についての反則金を納付する等の事務手続きを行うよう指示する

と同時に、取扱い警察署に出頭し、放置駐車違反をした事実および違反者

として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書（以下「自

認書」という。）に署名するよう求めるものとし、登録運転者は、これに従うも

のとします。また、当社は、会員もしくは登録運転者に対し、違反処理の状

況を交通反則告知書または納付書、領収書等により確認するものとします。

確認できない場合には、当社が定める駐車違反違約金を当社に対し支払う

ことに同意します。 

３．前項の場合において、カーシェアリング車両の返還が借受時間を超えた

場合は、会員は当該超過期間分について別途貸渡料金を支払うものとしま

す。 

４．当社は、当社が必要と認めた場合は、警察および都道府県公安委員

会に対して自認書および借受時間、登録運転者に貸し渡したカーシェアリン

グ車両の登録番号等の情報が記載されたデータ等の資料を提出することが

できるものとし、登録運転者は、これに同意するものとします。 

 

 
 



＊＊＊＊ 

変更前 変更後 

５．会員または登録運転者が法定期間内に、駐車違反に係る反則金また

は諸費用を納付せず、当社が当該駐車違反に係る放置違反金および諸費

用（会員または登録運転者の探索やカーシェアリング車両の引き取りに要し

た費用を含むが、これに限られない）を負担したときは、会員または登録運

転者は、当社に対して当社が負担した一切の費用を賠償するものとし、理由

のいかんを問わず登録運転者がこれを支払わない場合は、会員が当該費用

を当社に対して支払うものとします。なお、会員または登録運転者が、第２

項に基づき駐車違反違約金を当社に支払っている場合は、その額を限度と

して、放置違反金または諸費用の賠償義務を免れるものとします。 

６．会員または登録運転者が、第２項に基づき駐車違反違約金を当社に

支払った後、会員または登録運転者が罰金または反則金を納付し、当社に

その納付書、領収書等を提示した場合、もしくは当社が放置違反金の還付

を現実に受けたときは、当社は速やかに受取った駐車違反違約金相当額か

ら返金に要する費用を差引いた金額を会員または登録運転者に返還しま

す。 

７．当社は、会員または登録運転者が第２項に違反したとき、もしくは第

５項の費用を支払わないときは、当社は、カーシェアリングシステムの入会契

約を解除することができるとともに、当社は登録運転者の氏名、住所、運転

免許証番号等を他のカーシェアリング事業者へ報告および社団法人全国レ

ンタカー協会情報管理システム（以下「全レ協システム」という）に登録する

等の措置をとることができるものとします。 

８．前項の規定により、他のカーシェアリング事業者へ報告、全レ協システム

に登録された場合において、反則金が納付されたことにより放置違反金納付

命令が取り消され、または第２項および第５項の規定による当社の請求額

が全額当社に支払われたときは、当社は、他のカーシェアリング事業者への反

則金、もしくは当社の請求額が支払われたことを報告するとともに、全レ協シ

ステムに登録したデータを削除するものとします。 

９．第７項の規定により、カーシェアリングシステムの入会契約が解除された

場合でも、会員は、月額基本料（もしあれば）の支払義務を免れないこと

を異議なく承諾します。 

５．会員または登録運転者が法定期間内に、駐車違反に係る反則金また

は諸費用を納付せず、当社が当該駐車違反に係る放置違反金および諸費

用（会員または登録運転者の探索やカーシェアリング車両の引き取りに要し

た費用を含むが、これに限られない）を負担したときは、会員は、当社の請

求に従って当該費用を支払うものとします。なお、会員または登録運転者

が、第２項に基づき駐車違反違約金を当社に支払っている場合は、その額

を限度として、放置違反金または諸費用の賠償義務を免れるものとします。 

６．会員または登録運転者が、第２項に基づき駐車違反違約金を当社に

支払った後、会員または登録運転者が罰金または反則金を納付し、当社に

その納付書、領収書等を提示した場合、もしくは当社が放置違反金の還付

を現実に受けたときは、当社は速やかに受取った駐車違反違約金相当額か

ら返金に要する費用を差引いた金額を会員または登録運転者に返還しま

す。 

７．当社は、会員または登録運転者が第２項に違反したとき、もしくは第

５項の費用を支払わないときは、当社は、第７条第 1 項第 4 号に該当す

るものとして、カーシェアリングシステムの入会契約を解除することができるととも

に、当社は登録運転者の氏名、住所、運転免許証番号等を他のカーシェア

リング事業者へ報告および社団法人全国レンタカー協会情報管理システム

（以下「全レ協システム」という。）に登録する等の措置をとることができるも

のとします。 

８．前項の規定により、他のカーシェアリング事業者へ報告、全レ協システム

に登録された場合において、反則金が納付されたことにより放置違反金納付

命令が取り消され、または第２項および第５項の規定による当社の請求額

が全額当社に支払われたときは、当社は、他のカーシェアリング事業者への反

則金、もしくは当社の請求額が支払われたことを報告するとともに、全レ協シ

ステムに登録したデータを削除するものとします。 

９．第７項の規定により、カーシェアリングシステムの入会契約が解除された

場合でも、会員は、月額基本料（もしあれば）の支払義務を免れないこと

を異議なく承諾します。 

１０．登録運転者が借受時間内にカーシェアリング車両を運転して、道路

交通法に定める最高速度違反行為（スピード違反）、その他道路交通法

違反に該当する行為を行った場合、登録運転者は、当該違反行為を行っ

た地域を管轄する警察署に出頭して、自ら当該違反行為に係る反則金を

納付するものとし、会員は、登録運転者をして、これらの義務を履行させま

す。 

 

第 29 条（賠償責任） 第 29 条（賠償責任） 

会員は、カーシェアリング車両を使用して当社または第三者に損害を与えた

場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、会員の責に

帰さない事由による場合を除きます。 

２．前項に定めるほか、会員は、カーシェアリング車両に損傷等を与えた場

合には、当社に対して料金表に基づき、営業補償の一部（ノンオペレーショ

ンチャージ）を支払うものとします。 

 

１．会員は、会員または登録運転者が、自らの責に帰すべき事由によりカー

シェアリング車両を使用して当社または第三者に損害を与えた場合には、そ

の損害を賠償する責任を負うものとします。 

２．前項に基づき、会員または登録運転者が第三者に損害を与え、当社

が会員または登録運転者に代わり第三者に対して賠償を行った場合、当社

は、会員に対し、当該賠償の為に当社が負担した一切の費用（弁護士費

用を含むがこれに限らない。）の求償を行うことができるものとします。 

３．前２項に定めるほか、会員は、会員または登録運転者がカーシェアリン

グ車両に損傷等を与えた場合には、当社に対して第２７条に定めるペナル

ティ料金およびノンオペレーションチャージを支払うものとします。 

４．約款および貸渡規約等の定めにかかわらず、個別契約の履行に際し、

当社の責に帰すべき事由（ただし、当社に故意または重過失がある場合は

除く。）により、会員または登録運転者に損害が生じた場合には、当社は通

常生ずべき現実の損害に限り、当該個別契約における貸渡料金相当額を

上限として損害賠償責任を負うものとし、その他の損害（特別の事情によっ

て生じた損害および逸失利益等を含むがこれに限らない。）については、賠

償責任を負わないものとします。 

 

 
 
 
 
 



＊＊＊＊ 

変更前 変更後 

第 30 条（GPS 機能） 第 30 条（GPS 機能） 

会員および登録運転者は、カーシェアリング車両に全地球測位システム（以

下「GPS 機能」という）が搭載されており、当社所定のシステムにカーシェアリ

ング車両の現在位置、通行経路等が記録されること、および当社が当該記

録を以下に定める場合において利用することを異議なく承認します。 

（1）個別契約の終了時にカーシェアリング車両が所定のカーステーションに

返還されたことを確認する場合。 

（2）第４１条第１項に該当する場合その他当社のカーシェアリングシステ

ムの管理のためカーシェアリング車両の現在位置、通行経路等を GPS 機能

を利用することにより当社が認識する必要があると判断した場合。 

（3）登録運転者によりよい商品、サービスを提供するため等、さらなる登録

運転者その他の顧客の満足のためのマーケティング分析に利用する場合。 

（4）会員の固有情報および個人情報を消去したうえで、車両の運行管理

や運行データの利用技術等の研究開発のために利用する場合。 

（5）法令や政府機関等により開示が要求された場合。 

 

会員および登録運転者は、カーシェアリング車両に全地球測位システム（以

下「GPS 機能」という。）が搭載されており、当社所定のシステムにカーシェア

リング車両の現在位置、通行経路等が記録されること、および当社が当該

記録を以下に定める場合において利用することを異議なく承認します。 

（1）個別契約の終了時にカーシェアリング車両が所定のカーステーションに

返還されたことを確認する場合。 

（2）第４１条第１項に該当する場合その他当社のカーシェアリングシステ

ムの管理のためカーシェアリング車両の現在位置、通行経路等を GPS 機能

を利用することにより当社が認識する必要があると判断した場合。 

（3）登録運転者によりよい商品、サービスを提供するため等、さらなる登録

運転者その他の顧客の満足のためのマーケティング分析に利用する場合。 

（4）会員の固有情報および個人情報を消去したうえで、車両の運行管理

や運行データの利用技術等の研究開発のために利用する場合。 

（5）法令や政府機関等により開示が要求された場合。 

第 31 条（ドライブレコーダー） 第 31 条（ドライブレコーダー） 

会員は、カーシェアリング車両にドライブレコーダーが搭載されている場合があ

り、会員の運転状況が記録されること、および当社が当該記録を以下の各

号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。 

（1）本サービスの管理のため、会員の運転状況を当社が認識する必要が

あると当社が判断した場合。 

（2）会員に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、会員その

他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合。 

（3）会員の固有情報および個人情報を消去したうえで、車両の運行管理

や運行データの利用技術等の研究開発のために利用する場合。 

（4）法令または政府機関等により開示が要求された場合。 

１．会員および登録運転者は、カーシェアリング車両にドライブレコーダーが

搭載されている場合があり、当該車両において登録運転者の運転状況や登

録運転者および第三者である同乗者（以下、本条において「同乗者」とい

う。）を含む当該車両内の状況が記録されること、当社が当該記録を以下

の各号に定める場合に利用すること、および当該車両に事故等が発生した

場合で、当社が契約している保険会社が当該記録の提出を当社に求めた

場合、当社が、会員、登録運転者および同乗者の承諾を要さず、保険会

社に当該記録を提供することを異議なく承諾します。 

（1）カーシェアリングシステムの管理のため、会員および登録運転者の運転

状況を当社が認識する必要があると当社が判断した場合。 

（2）カーシェアリングシステム、またはカーシェアリング車両に関する事故、障

害等のトラブルの解決のために必要であると当社が判断した場合。 

（3）会員に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、会員その

他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合。 

（4）法令または政府機関等により開示が要求された場合。 

２．会員は、前項について同乗者に対して事前に自ら説明し、または登録

運転者をして説明させ承諾を得るものとします。 

３．当社は、理由のいかんを問わず、カーシェアリング車両に搭載されたドラ

イブレコーダーが記録した映像等を会員および登録運転者に提供しないもの

とします。また、会員および登録運転者は当社に対し当該映像等の提供を

請求できないことをあらかじめ承諾するものとします。 

 

 第 31 条の２（自動車メーカー等による車両情報の取得） 

 会員および登録運転者は、カーシェアリング車両に自動車メーカー、自動車

販売会社および自動車メーカー等の関連事業者（以下「自動車メーカー

等」という。）のカーナビゲーションシステム等車載器が搭載されている場合が

あり、自動車メーカー等が以下のとおり車両情報を取得する場合があることを

異議なく承諾します。 

（1）主な車両情報 

走行時間、走行距離、速度、車両状態、位置情報等 

（2）利用目的 

自動車メーカー等所定の利用目的に準じた緊急時の状況確認、自動車メ

ーカー等の提供する商品開発、安全管理の取組、サービスの向上等 

（3）本条に基づく車両情報の取得者および責任者 

自動車メーカー等 

（4）保存期間 

自動車メーカー等所定の保存期間に準じます。 

 

 
 
 
 
 



＊＊＊＊ 

変更前 変更後 

第 32 条（煙探知器） 第 32 条（車載電子機器による車両の状態等に関する情報の記録） 

会員は、カーシェアリング車両に煙探知器が搭載されている場合があり、車内

の空気汚染状況が記録されること、および当社が当該記録を以下の各号に

定める場合に利用することを異議なく承諾します。 

（1）本サービスの管理のため、車内の空気汚染状況を当社が認識する必

要があると当社が判断した場合。 

（2）会員に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、会員その

他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合。 

（3）会員の固有情報および個人情報を消去したうえで、車両の運行管理

や運行データの利用技術等の研究開発のために利用する場合。 

 

１．会員および登録運転者は、カーシェアリング車両に第３０条、第３１

条および第３１条の２において定める機器以外に、当該車両内外の状態

および当該車両の走行状況等に関する情報を記録するための電子機器が

搭載されている場合があり、当該電子機器によりこれらの情報が記録される

こと、および当社が当該記録を以下の各号に定める場合に利用することを異

議なく承諾します。 

（1）カーシェアリングシステムの管理のため、カーシェアリング車両内外の状

態および当該車両の走行状況等を当社が認識する必要があると当社が判

断した場合。 

（2）会員に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、会員その

他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合。 

（3）会員および登録運転者の固有情報および個人情報を消去したうえ

で、車両の運行管理や運行データの利用技術等の研究開発のために利用

する場合。 

２．当社は、理由のいかんを問わず、前項に定める電子機器が記録した情

報を会員および登録運転者に提供しないものとします。また、会員および登

録運転者は当社に対し当該情報の提供を請求できないことをあらかじめ承

諾するものとします。 

 

第 33 条（事故処理） 第 33 条（事故処理） 

カーシェアリング車両の借受時間中に、カーシェアリング車両の事故が発生し

たときは、会員および登録運転者は、当該事故の規模にかかわらず、法令上

の措置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。 

（1）直ちに当該事故の状況等を当社所定の連絡先に連絡すること。 

（2）当該事故に関し、自動車保険が適用される場合には、当社および当

社が契約している保険会社が必要とする書類または証拠となるものを遅滞な

く提出すること。 

（3）当該事故に関し、第三者と示談または協定を締結するときは、あらか

じめ当社の承諾を受けること。 

（4）カーシェアリング車両の修理は、当社が承諾した場合を除き、当社の

指定する工場で行うこと。 

２．会員および登録運転者は、前項によるほか自らの責任において事故の

解決に努めるものとします。 

３．当社は、カーシェアリング車両に係る事故の処理について助言を行うとと

もに、その解決に協力するものとします。 

 

１．カーシェアリング車両の借受時間中に、カーシェアリング車両の事故が発

生したときは、会員および登録運転者は、当該事故の規模にかかわらず、法

令上の措置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。 

（1）直ちに当該事故の状況等を当社所定の連絡先に連絡すること。 

（2）当該事故に関し、自動車保険が適用される場合には、当社および当

社が契約している保険会社の調査に協力し、当社および保険会社が必要と

する書類または証拠となるものを遅滞なく提出すること。 

（3）当該事故に関し、第三者と示談または協定を締結するときは、あらか

じめ当社の承諾を受けること。 

（4）カーシェアリング車両の修理に係る対応は当社が行うものとし、会員お

よび登録運転者は、当社が承諾した場合を除き、自らカーシェアリング車両

の修理等を行うこと、または当社が指定する事業者以外の第三者をしてカー

シェアリング車両の修理等を行わせることはできないものとします。 

２．会員および登録運転者は、前項によるほか自らの責任において事故の

解決に努めるものとします。 

３．当社は、カーシェアリング車両に係る事故の処理について助言を行うとと

もに、その解決に協力するものとします。 

 

 第 33 条の２（盗難） 

 会員および登録運転者は、借受時間中にカーシェアリング車両の盗難が発

生したとき、およびその他被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとし

ます。 

（1）直ちに最寄りの警察に通報すること。 

（2）直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。 

（3）盗難・被害に自動車保険が適用される場合には、当社および当社が

契約している保険会社の調査に協力し、当社および保険会社が必要とする

書類または証拠となるものを遅滞なく提出すること。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



＊＊＊＊ 

変更前 変更後 

第 34 条（保険および補償） 第 34 条（保険および補償） 

会員が第２９条第１項の損害賠償責任を負うときは、当社がカーシェアリン

グ車両について締結した損害保険契約および当社の定める補償制度によ

り、次の限度内の保険金または補償金が支払われます。 

（1）対人補償 １名限度額  無制限（自賠責保険含む） 

（2）対物補償 １事故限度額 無制限（免責 0 円） 

（3）車両補償 １事故限度額 時価額（免責 0 円） 

（4）人身傷害補償 １名につき 3,000 万円まで 

２．前項に定める補償限度額を超える損害については、会員の負担としま

す。 

３．警察への届出その他当社所定の届出のないカーシェアリング車両の事

故、貸し渡し手続き完了後に第７条第１項第（１）号ないし第（５）

号に該当して発生したカーシェアリング車両の事故、または第２５条第

（１）号ないし第（５）号のいずれかに該当して発生したカーシェアリング

車両の事故による損害、その他この約款に違反して発生したカーシェアリング

車両の事故による損害については、損害保険および当社の補償制度による

損害てん補が受けられないことがあることを会員は異議なく承諾します。 

４．前２項のほか、損害保険の保険約款の免責事項（保険金が支払わ

れない場合）に該当する場合には、第 1 項に定める保険・補償は適用され

ないものとし、これらの損害については、会員がすべて負担するものとします。 

 

１．会員および登録運転者が第２９条第１項の損害賠償責任を負うとき

は、当社がカーシェアリング車両について締結した損害保険契約および当社

の定める補償制度により、次の限度内の保険金または補償金が支払われま

す。 

（1）対人補償 １名限度額  無制限（自賠責保険含む） 

（2）対物補償 １事故限度額 無制限（免責 0 円） 

（3）車両補償 １事故限度額 時価額（免責 0 円） 

（4）人身傷害補償 １名につき 3,000 万円まで 

２．前項に定める補償限度額を超える損害については、会員の負担としま

す。 

３．警察への届出その他当社所定の届出のないカーシェアリング車両の事

故、貸し渡し手続き完了後に第７条第１項第（１）号ないし第（５）

号に該当して発生したカーシェアリング車両の損害、または第２５条各号の

いずれかに該当して発生したカーシェアリング車両の損害、その他この約款に

違反して発生したカーシェアリング車両の損害については、損害保険および当

社の補償制度による損害てん補が受けられないことがあることを会員は異議

なく承諾します。 

４．前２項のほか、損害保険の保険約款の免責事項（保険金が支払わ

れない場合）に該当する場合には、第 1 項に定める保険・補償は適用され

ないものとし、これらの損害については、会員がすべて負担するものとします。 

 

第 35 条（故障・汚損・臭気による処置等） 第 35 条（故障・汚損・臭気による処置等） 

会員および登録運転者は、借受時間内にカーシェアリング車両の異常または

故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社所定の連絡先に連絡す

るとともに、当社の指示に従うものとします。 

２．カーシェアリング車両の汚損・臭気（ペット、タバコ、石油類等）や異常

または故障が、会員または登録運転者の故意または過失による場合、当社

がそのカーシェアリング車両を利用できないことによる損害については、料金表

に定める営業補償の一部（ノンオペレーションチャージ）によるものとし、会員

は直ちにこれを支払うものとします。また、会員は、カーシェアリング車両の引き

取りおよび修理等の原状回復に要する費用を負担するものとします。 

３．会員および登録運転者は、前２項のほか、カーシェアリング車両の故

障、燃料または走行用電池の電池切れや通信障害等によりカーシェアリング

車両を使用できなかったことにより損害（借受時間内の故障等に伴い他の

代替交通手段を利用した場合の費用も含む）が生じても、当社に対してそ

の損害の賠償を請求することができないものとします。 

１．会員および登録運転者は、借受時間内にカーシェアリング車両の異常

または故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社所定の連絡先に連

絡するとともに、当社の指示に従うものとします。 

２．カーシェアリング車両の汚損・臭気（ペット、タバコ、石油類等を含むがこ

れに限らない。）や異常または故障が、会員または登録運転者の故意また

は過失による場合、会員は、カーシェアリング車両の引き取りおよび修理等の

原状回復に要する費用として第 27 条第１項に定めるペナルティ料金を負

担するものとします。また、当社がそのカーシェアリング車両を利用できないこと

による損害については、第 27 条第２項に定めるノンオペレーションチャージに

よるものとし、会員は直ちにこれを支払うものとします。 

３．会員および登録運転者は、前２項のほか、カーシェアリング車両の故

障、燃料または走行用電池の電池切れや通信障害等によりカーシェアリング

車両を使用できなかったことにより損害（借受時間内の故障等に伴い他の

代替交通手段を利用した場合の費用も含む。）が生じても、当社に対して

その損害の賠償を請求することができないものとします。 

 

第 36 条（不可抗力事由による免責） 第 36 条（不可抗力事由に係る免責） 

当社は、天災地変その他の不可抗力の事由により、借受時間内に会員から

カーシェアリング車両が返還されなかった場合は、これにより生ずる損害につい

て会員の責任を問わないものとします。この場合、会員は、直ちに当社所定

の連絡先に連絡し、その指示に従うものとします。 

２．会員は、天災地変その他の不可抗力の事由により、当社がカーシェアリ

ング車両の貸し渡しをすることができなくなった場合であっても、これにより生じ

た損害について当社に対してその損害の賠償を請求することができないものと

します。当社は、この場合、直ちに会員に連絡するものとします。 

 

１．当社が、不可抗力の事由（天災地変、戦争、暴動、騒乱、テロ、労

働争議、感染症の流行、政府機関等の公権力による行為、電話・インター

ネット等の電気通信事業における通信障害、会員および登録運転者ならび

に当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた事故、盗難および

故障等、その他当社が制御できない事象をいい、これらを総称して「不可抗

力事由」という。）または不可抗力事由に準じると当社が合理的に判断した

事由により、カーシェアリング車両の貸し渡しを行うことができなくなった場合で

あっても、これにより生じた損害について、会員および登録運転者は、当社に

対してその賠償を請求することができないものとします。 

２．当社は、前項の場合に限り、借受時間内に会員からカーシェアリング車

両が返還されなかったとき、これにより生ずる損害について会員または登録運

転者の責任を問わないものとします。この場合、会員および登録運転者は、

直ちに当社所定の連絡先に連絡し、その指示に従うものとします。 

 

 
 
 
 
 
 



＊＊＊＊ 

変更前 変更後 

 第 36 条の２（カーシェアリングシステムの中止および免責） 

 

１．当社は、次の各号に定める事由が生じたと当社が判断した場合、会員

または登録運転者に事前に通知することなく一時的にカーシェアリングシステ

ムの一部または全部の提供を中止することができるものとします。 

（1）不可抗力事由または不可抗力事由に準じると当社が合理的に判断

した事由が発生した、または発生するおそれがある場合。 

（2）カーシェアリングシステムに係る通信設備、システムまたはソフトウェア等

（当社のカーシェアリング申込システム、パソコンサイト、モバイルサイト、スマー

トフォン、タブレット端末等のアプリケーションを含むがこれに限らない、以下こ

れらを総称して「通信設備等」という。）の保守等もしくはカーシェアリング車

両の整備、点検または修理等を緊急に行う必要がある場合。 

（3）通信設備等に技術上もしくはセキュリティ上の問題が発生した、または

発生する恐れがある場合。 

（4）その他運用上または技術上、当社がカーシェアリングシステムの提供を

中止する必要があると判断した場合。 

２．会員または登録運転者は、前項各号のいずれかの事由によりカーシェア

リングシステムの提供の遅延または一時的な中断等が発生する場合があるこ

とを予め承諾のうえ、カーシェアリングシステムの入会契約を締結するものとし、

当該事象により会員または登録運転者が被った損害について当社は一切責

任を負わないものとします。 

 

 第 36 条の３（通信設備等の変更および免責） 

 

１．当社は、会員または登録運転者への事前の通知または承諾なく、当社

の裁量により、通信設備等について、修正、更新、改修を行い、または使用

を終了することができるものとします。 

２．当社は、当社のホームページ、サーバー、ドメイン、その他当社または当

社の委託を受けた者が管理する通信設備等から送信される電子メール等、

またはそれらに掲載されるコンテンツ等に、当社の責に帰すべき事由によらず、

マルウェア等の有害なもの（コンピュータウィルスや悪意のあるソフトウェアを含

むがこれに限らない。）が含まれていないことについて、何ら保証しないものと

し、これによって会員または登録運転者に損害が生じた場合であっても、当

社は、賠償責任を負わないものとします。 

３．当社は、カーシェアリング車両に搭載しているカーナビゲーションシステム、

GPS 装置、ドライブレコーダー、その他電子機器等（以下、本条において

「搭載電子機器」という。）について、その精度、完全性、正確性、および動

作を保証せず、搭載電子機器による案内、または搭載電子機器の動作不

良もしくは使用不可によって会員、登録運転者またはその他の第三者に生ず

る損害等について、当社は賠償責任を負わないものとします。 

 

第 37 条（予約の取り消し等） 第 37 条（予約の取り消し等） 

会員は、第１２条第１項の予約を行ったにもかかわらず、会員の都合で当

該予約を取り消した場合（第１３条第２項の場合を含む）は、料金表に

基づき、当社に対して予約取消手数料を支払うものとします。 

２．当社は、第１２条第１項の予約を受けたにもかかわらず、当社の都合

で予約を取り消した場合には、会員に対して予約取消手数料を請求しない

ものとします。 

３．第１２条第１項の予約があったにもかかわらず、前２項以外の事由に

よりカーシェアリング車両を利用されなかった場合は、予約は自動的に取り消

されます。この場合、当社は、会員に対して予約取消手数料を請求するもの

とします。 

４．当社および会員は、第１２条第１項の予約が取り消されたことに関し

て、前３項に定めるほか、相互に何らの請求をしないものとします。 

 

１．会員は、会員または登録運転者が第１２条第１項の予約を行ったに

もかかわらず、会員または登録運転者の都合で当該予約を取り消した場合

（第１３条第２項の場合を含む）は、料金表に基づき、当社に対して予

約取消手数料を支払うものとします。 

２．当社は、第１２条第１項の予約を受けたにもかかわらず、当社の都合

で予約を取り消した場合には、会員に対して予約取消手数料を請求しない

ものとします。 

３．第１２条第１項の予約があったにもかかわらず、前２項以外の事由に

よりカーシェアリング車両を利用されなかった場合は、予約は自動的に取り消

されます。この場合、当社は、料金表に基づき、会員に対して予約取消手数

料を請求するものとします。 

４．当社および会員は、第１２条第１項の予約が取り消されたことに関し

て、前３項に定めるほか、相互に何らの請求をしないものとします。 

 

 
 
 
 
 
 



＊＊＊＊ 

変更前 変更後 

第 38 条（カーシェアリング車両の返還手続き） 第 38 条（カーシェアリング車両の返還手続き） 

カーシェアリング車両の返還手続きは、第１２条第１項の予約時に返還場

所として明示したカーステーションにおいて、IC カードを提示し、カーシェアリング

車両の施錠を行う方法により完了するものとします。ただし、当社の承諾を得

て、返還場所を変更することができるものとし、返還場所を変更したときは、

変更後の返還場所に返還するものとします。 

２．会員は、カーシェアリング車両の返還にあたり、燃料および走行用電池

の消費、ならびに通常の使用による磨耗を除き、借り受けた状態で返還する

ものとし、カーシェアリング車両の損傷、備品の紛失等が会員または登録運転

者の責に帰すべき事由によるときは、カーシェアリング車両を借り受けた状態に

回復するために要する一切費用を負担するものとします。 

３．会員は、カーシェアリング車両の返還にあたって、カーシェアリング車両に

おいて損傷等が生じていないか点検し、損傷等を発見した場合は、直ちに当

社所定の連絡先に連絡するものとします。また、カーシェアリング車両内に登

録運転者または同乗者等の遺留品がないことを確認して返還するものとし、

当社は、返還後の遺留品について何ら責任を負わないものとします。なお、

遺留品の扱いについては、第４２条の定めに従うものとします。 

１．カーシェアリング車両の返還手続きは、第１５条第１項の定めに基づ

き行うものとします。また、返還場所は、第１２条第１項の予約時に返還

場所として明示したカーステーションに限るものとします。ただし、当社が承諾し

た場合に限り、返還場所を変更することができるものとし、返還場所を変更し

たときは、変更後の返還場所に返還するものとします。 

２．会員または登録運転者は、カーシェアリング車両の返還にあたり、燃料

および走行用電池の消費、ならびに通常の使用による磨耗を除き、借り受け

た状態で返還するものとし、カーシェアリング車両の損傷、備品、給油等カー

ドの紛失等が会員または登録運転者の責に帰すべき事由によるときは、会

員は、カーシェアリング車両を借り受けた状態に回復するために要する一切の

費用を負担するものとします。 

３．会員または登録運転者は、カーシェアリング車両の返還にあたって、カー

シェアリング車両において損傷等が生じていないか点検し、損傷等を発見した

場合は、直ちに当社所定の連絡先に連絡するものとします。また、カーシェア

リング車両内に会員、登録運転者または同乗者等の遺留品がないことを確

認して返還するものとし、当社は、返還後の遺留品について何ら責任を負わ

ないものとします。なお、遺留品の扱いについては、第４２条の定めに従うも

のとします。 

 

第 39 条（カーシェアリング車両の返還時期） 第 39 条（カーシェアリング車両の返還時期） 

会員は、カーシェアリング車両を予約時に明示した返還日時までに返還する

ものとします。なお、予約時に明示した返還日時よりも前にカーシェアリング車

両を返還した場合においても、貸渡料金等の払い戻し等は行わないことを会

員は異議なく承諾するものとします。 

２．会員は、第３６条第１項の場合または借受時間内に延長の申し出を

し、かつ当社がこれを承諾した場合を除き、借受時間を延長したときは、当

初の貸渡料金等の他に、料金表に定める超過料金を当社に対して支払うも

のとします。 

１．会員または登録運転者は、カーシェアリング車両を予約時に明示した返

還日時までに返還するものとします。なお、予約時に明示した返還日時より

も前にカーシェアリング車両を返還した場合においても、貸渡料金等の払い

戻し等は行わないことを会員は異議なく承諾するものとします。 

２．会員または登録運転者は、第３６条第２項の場合または借受時間

内に延長の申し出をし、かつ当社がこれを承諾した場合を除き、借受時間を

延長したときは、会員は、当初の貸渡料金等の他に、料金表に定める超過

料金を当社に対して支払うものとします。 

 

第 40 条（カーシェアリング車両返還場所変更違約料） 第 40 条（カーシェアリング車両返還場所変更違約料） 

会員は、当社の承諾を受けることなく、第３８条第１項により明示した返還

場所以外の場所にカーシェアリング車両を返還することはできません。万が

一、これに違反したときは、下記算式により算出される返還場所変更違約

料を支払うものとします。 

返還場所変更違約料 ＝ 返還場所の変更によって必要となる回送のため

の費用×300％ 

 

会員および登録運転者は、当社の事前の承諾を受けることなく、第３８条

第１項により明示した返還場所以外の場所にカーシェアリング車両を返還す

ることはできません。万が一、これに違反したときは、下記算式により算出され

る返還場所変更違約料を支払うものとします。 

記 

返還場所変更違約料 ＝ 返還場所の変更によって必要となる回送のため

の費用×300％ 

 

第 41 条（カーシェアリング車両が返還されない場合の処置） 第 41 条（カーシェアリング車両が返還されない場合の処置） 

当社は、借受時間満了のときから１２時間を経過しても会員がカーシェアリ

ング車両を返還せず、かつ当社の返還請求に応じないとき、または登録運転

者の所在が不明等乗り逃げされたものと認められるときは、刑事告訴を行う

など法的手続のほか、登録運転者の氏名、住所、運転免許証番号等を他

のカーシェアリング事業者へ報告および全レ協システムに登録する等の措置を

とることができるものとします。 

２．前項に該当することとなった場合、会員は、当社に生じた一切の損害を

賠償する責を負うほか、カーシェアリング車両の回収および登録運転者の探

索に要した費用を負担するものとします。 

 

１．当社は、借受時間満了のときから１２時間を経過しても会員または登

録運転者がカーシェアリング車両を返還せず、かつ当社の返還請求に応じな

いとき、または登録運転者の所在が不明等乗り逃げされたものと認められると

きは、刑事告訴を行うなど法的手続のほか、登録運転者の氏名、住所、運

転免許証番号等を他のカーシェアリング事業者へ報告および全レ協システム

に登録する等の措置および通信設備等の操作によるカーシェアリング車両の

使用を終了するための措置を講ずることができるものとします。 

２．当社は、前項に定める事象が生じた場合、カーシェアリング車両の探索

のため、会員または登録運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞き

取り調査等を含む必要な措置を講じることができるものとします。 

３．前項に該当することとなった場合、会員は、当社に生じた一切の損害を

賠償する責を負うほか、カーシェアリング車両の回収および登録運転者の探

索に要した費用を負担するものとします。 

 

 
 
 
 
 
 



＊＊＊＊ 

変更前 変更後 

第 42 条（遺留品の取扱い） 第 42 条（遺留品の取扱い） 

無人のカーステーションにおいてカーシェアリング車両の貸渡しおよび返還が行

われるカーシェアリングシステムの性質上、当社は、原則として返還されたカー

シェアリング車両の中の遺留品の回収およびその紛失について一切の責任を

負わず、それにより会員または同乗者その他の第三者に生じた損害につい

て、何らの賠償責任も負わないものとします。 

２．会員が返還済みのカーシェアリング車両に遺留品の回収作業を当社に

委託することを希望したときは、当社は、遺留品の性質、当該カーシェアリング

車両の利用状況、当社従業員の執務状況その他の事情を踏まえて回収作

業を行うことが可能であると判断した場合にのみ、会員の委託に応じることが

あります。当社が回収作業を受託する場合には、会員は、現に遺留品が回

収されるか否かにかかわらず、回収作業に要する費用として貸渡規約等に定

める金額を第１８条に定める方法により支払うものとします。 

３．当社は、会員からの受託によらずカーシェアリング車両から遺留品を回

収したときは、次の各号に従って取り扱います。ただし、客観的に明らかに財

産的価値がないものや継続的に保管することが困難な遺留品については、

以下の各号によらずに直ちに廃棄することができるものとします。 

（1）運転免許証、パスポート、クレジットカード、ETC カード、貨幣、紙幣、

印紙、郵便切手、有価証券、金券、携帯電話、カメラ、パソコン、タブレッ

ト、宝飾品、時計、鍵類、個人情報等の重要事項が記載された書類、その

他財産的価値が高いと想定されるものについては、所有者の氏名や連絡先

が判明した場合または客観的状況より所有者が明らかな場合には当該所

有者に引取りを催告します。催告に応じない場合、または所有者の情報が

不明な場合は、所轄の警察署に遺失物として届け出て引き渡します。 

（2）法律によって所持が禁じられているもの（銃砲、刀剣類、薬物等）や

その疑いがあるものについては、直ちに所轄の警察署に届け出て引き渡しま

す。 

（3）前項第（１）号および第（２）号のいずれにも該当しない遺留品

については、発見した日から 1 ヶ月間保管し、その間に所有者から引取りの

申出がなければ所轄の警察署に届け出て引き渡します。ただし、届出が受

理されない場合には廃棄するものとします。 

（4）当社は、本項の規定に従って遺留品を廃棄したことによって会員また

は同乗者その他の第三者に生じた損害について、何らの賠償責任も負わな

いものとします。 

 

１．無人のカーステーションにおいてカーシェアリング車両の貸渡しおよび返還

が行われるカーシェアリングシステムの性質上、当社は、原則として返還された

カーシェアリング車両の中の遺留品の回収およびその紛失について一切の責

任を負わず、それにより会員、登録運転者または同乗者その他の第三者に

生じた損害について、何らの賠償責任も負わないものとします。 

２．会員または登録運転者が返還済みのカーシェアリング車両に遺留品の

回収作業を当社に委託することを希望したときは、当社は、遺留品の性質、

当該カーシェアリング車両の利用状況、当社従業員の執務状況その他の事

情を踏まえて回収作業を行うことが可能であると判断した場合にのみ、当該

委託に応じることがあります。当社が回収作業を受託する場合には、会員

は、現に遺留品が回収されるか否かにかかわらず、回収作業に要する費用と

して貸渡規約等に定める金額を第１８条に定める方法により支払うものとし

ます。 

３．当社は、会員または登録運転者からの受託によらずカーシェアリング車

両から遺留品を回収したときは、次の各号に従って取り扱います。なお、当社

は、本項の規定に従って遺留品を処分したことによって会員、登録運転者、

同乗者その他の第三者に損害が生じた場合でも、何らの賠償責任も負わな

いものとします。 

（1）運転免許証、パスポート、クレジットカード（ETCカードを含む。以下、

本条において同じ。）、貨幣、紙幣、印紙、郵便切手、有価証券、金券、

携帯電話、カメラ、パソコン、タブレット、宝飾品、時計、鍵類、個人情報等

の重要事項が記載された書類、その他財産的価値が高いと想定されるもの

については、所轄の警察署に遺失物として届け出て引き渡します。ただし、当

該届出が受理されない場合には、当社は、当該遺留品を当社が回収した

日から１カ月間保管し、その間に所有者の氏名および住所が判明した場合

には当該所有者（クレジットカードについては発行会社）に引取りを催告し

ます。当該期間中に所有者の氏名および住所が判明しなかった場合、また

は、所有者が引取りの催告に応じない場合は、当社は当該遺留品を処分し

ます。 

（2）法令の規定によって所持が禁じられているもの（銃砲、刀剣類、薬物

等を含むがこれに限らない。）やその疑いがあるもの、または、犯罪に使用さ

れたことが疑われるものについては、直ちに所轄の警察署に届け出て引き渡し

ます。 

（3）前二号のいずれにも該当しない遺留品については、回収後、当社の

判断により処分できるものとします。 

 

第 43 条（カーステーションの移転・閉鎖） 第 43 条（カーステーションの移転・閉鎖） 

当社は、１４日前までに下記ホームページで告知することにより、カーステー

ションを移転もしくは閉鎖することができるものとします。会員が変更もしくは閉

鎖の前日までに第９条第２項の入会契約の中途解約・終了の手続きをと

らなかった場合、当該カーステーションの移転もしくは閉鎖について会員が承

諾したものとみなします。 

記 

https://www.orix-carshare.com/ 

 

当社は、当社の裁量により、カーステーションを移転もしくは閉鎖することがで

きるものとします。なお、カーステーションを移転もしくは閉鎖する場合、当社は

下記ホームページで会員または登録運転者に告知するものとします。 

記 

https://www.orix-carshare.com/ 

第 44 条（d カーシェアプラン特則） 第 44 条（提携事業者専用プラン特則） 

d カーシェアプランは、提携事業者である株式会社 NTT ドコモが提携事業

者との間で d カーシェア利用契約を締結したものに対して提供するスマートフ

ォンやタブレット端末用の専用アプリケーション等より入会契約を申し込んだ会

員（以下「d カーシェアプラン会員」とする）専用の契約プランとします。 

２．d カーシェアプラン会員以外の会員は、d カーシェアプランへプラン変更を

することはできないものとします。また d カーシェアプラン会員は、他のプランへの

変更はできないものとします。 

 

１．当社は、下記ホームページに記載するカーシェアリングシステムにおいて

当社と提携する事業者（以下「提携事業者」という。）のサービスの会員

で、第３条第３項および第４項に定める方法で当社と入会契約を締結し

た会員に適用される専用の契約プラン（以下「提携事業者専用プラン」とい

い、当該契約プランが適用される会員を「提携事業者専用プラン会員」とい

う。）を定めることができるものとします。 

記 

https://www.orix-carshare.com/ 

２．第６条の２の定めにかかわらず、提携事業者専用プラン会員以外の

会員は、契約プランを提携事業者専用プランへ変更をすることはできないもの

とします。また提携事業者専用プラン会員は、他の契約プランへの変更はで

きないものとします。 

 



＊＊＊＊ 

変更前 変更後 

３．当社は、d カーシェアプラン会員に対して、第１６条の定めにかかわらず

IC カードの貸与を行わないものとします。その場合、会員は、個別契約に基

づくカーシェアリング車両の貸し渡し時に会員の本人確認およびカーシェアリン

グ車両の開錠および施錠等を行うために会員が所持する IC カードまたは非

接触 IC チップを搭載した携帯端末を IC カードとして使用することができるも

のとします。会員は当社から指定された方法に従い当該情報を当社指定の

システムに登録するものとします。 

４．d カーシェアプラン会員は、当社が貸与した IC カードやオリックスカーシェ

ア専用スマートフォン用アプリケーションの画面提示による各種優待サービスの

提供を受けることができないものとします。 

５．d カーシェアプラン会員は、この約款および貸渡規約等により発生するす

べての当社債権について、当社が提携事業者へ譲渡することを異議を留める

ことなくこれを承諾するものとします。 

６．d カーシェアプラン会員は、前項に基づき提携事業者が行う請求につい

て、異議を留めることなく提携事業者へ支払うものとします。 

７．第３条３項の登録運転者について、d カーシェアプラン会員は個人会

員に限定することとし、同居の配偶者および親族の登録はできないものとしま

す。 

８．d カーシェアプランについて、会員と提携事業者との間の d カーシェア利

用契約が解除、解約、終了その他理由のいかんを問わず終了となった場合

には、オリックスカーシェアとの間の入会契約も同時に終了となります。 

９. 当社は、本条５項に基づく請求および会員が提携事業者に行った申

告、要望その他の問合せの対応のため、利用実績、会員からの申告内容等

を提携事業者と共有いたします。 

10. この約款と提携事業者が別途定める「d カーシェアご利用規約」との間

に相違 があるときは、この約款が優先して適用されるものとします。 

３．第１６条第１項の定めにかかわらず、当社は、提携事業者専用プラン

会員にＩＣカードを発行・貸与せず、提携事業者専用プラン会員が所持す

る他 IC カード等のうち当社が指定するものを当社所定のシステムに当社所

定の方法で登録するものとします。提携事業者専用プラン会員はこれにより

登録された他 IC カード等を使用し、提携事業者専用プラン会員の個別契

約に基づくカーシェアリング車両貸し渡し時の本人確認およびカーシェアリング

車両の開錠および施錠等を行うものとします。 

４．提携事業者専用プラン会員は、カーシェアリング車両の貸し渡しの予

約、予約の変更または取消の手続き等について、提携事業者アプリケーショ

ンまたは提携事業者が別途定める方法で行うものとします。 

５．提携事業者専用プラン会員は、提携事業者専用プラン会員以外の会

員向けの各種優待サービスの提供を受けることができないものとします。 

６．提携事業者専用プラン会員は、当社が提携事業者専用プラン会員に

対して有するこの約款および貸渡規約等により発生するすべての債権につい

て、提携事業者、提携事業者の関係会社または、クレジットカード会社（以

下、これらを総称して「債権譲受人」という。）へ譲渡することを承諾するもの

とします。また、提携事業者専用プラン会員は、当該譲渡対象債権につい

て、提携事業者専用プラン会員が当社に対して有する一切の抗弁を放棄

し、弁済期に譲渡された債権額全額を債権譲受人に支払うものとします。 

７．提携事業者専用プラン会員は、前項に基づき提携事業者（提携事

業者の委託先を含む）が行う請求について、異議を留めることなく提携事業

者へ支払うものとします。 

８．当社は、本条６項に基づく請求および提携事業者専用プラン会員が

提携事業者に行った申告、要望その他の問合せの対応のため、利用実績、

会員からの申告内容等を提携事業者と共有します。 

９. この約款と提携事業者が別途定める規約等との間に相違があるとき

は、この約款が優先して適用されるものとします。 

 

第 45 条（反社会的勢力等の排除） 第 45 条（反社会的勢力等の排除） 

会員は、現在および将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表

明し、保証します。 

（1）暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年を経過しない

者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼう

ゴロまたは特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者（以下これらを暴力

団員等という）。 

（2）暴力団員等に経営を支配され、または経営に実質的に関与されてい

ると認められる関係その他社会的に非難されるべき関係にある者。 

（3）自己もしくは第三者の不正利益目的または第三者への加害目的

等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者。 

（4）暴力団員等への資金等提供、便宜供与などの関与をしていると認め

られる関係にある者。 

（5）犯罪による収益の移転防止に関する法律において定義される「犯罪

による収益」にかかる犯罪（以下犯罪という）に該当する罪を犯した者。 

２．会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行

為を行わないことを確約します。 

（1）暴力的または法的な責任を超えた不当な要求行為。 

（2）脅迫的な言動、暴力を用いる行為をし、または風説の流布、偽計も

しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する

行為。 

（3）犯罪に該当する罪に該当する行為。 

（4）その他前各号に準ずる行為。 

３．会員が前２項に違反したときは、第 7 条第１項第（５）号に該当す

るものとし、これにより会員に損害が生じた場合にも、当社はなんらの責任も

負担しません。 

１．会員は、会員または登録運転者が現在および将来にわたり、次の各号

のいずれにも該当しないことを表明し、保証します。 

（1）暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年を経過しない

者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼう

ゴロまたは特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者（以下、これらを総称

して「暴力団員等」という。）。 

（2）暴力団員等に経営を支配され、または経営に実質的に関与されてい

ると認められる関係その他社会的に非難されるべき関係にある者。 

（3）自己もしくは第三者の不正利益目的または第三者への加害目的

等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者。 

（4）暴力団員等への資金等提供、便宜供与などの関与をしていると認め

られる関係にある者。 

（5）犯罪による収益の移転防止に関する法律において定義される「犯罪

による収益」にかかる犯罪（以下「犯罪」という。）に該当する罪を犯した

者。 

２．会員および登録運転者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の

一にでも該当する行為を行わないことを確約します。 

（1）暴力的または法的な責任を超えた不当な要求行為。 

（2）脅迫的な言動、暴力を用いる行為をし、または風説の流布、偽計も

しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する

行為。 

（3）犯罪に該当する罪に該当する行為。 

（4）その他前各号に準ずる行為。 

３．会員および登録運転者が前２項に違反したときは、第 7 条第１項第

（５）号に該当するものとし、これにより会員に損害が生じた場合にも、当

社はなんらの責任も負担しません。 

 

 
 
 
 



＊＊＊＊ 

変更前 変更後 

第 46 条（消費税） 第 46 条（消費税等） 

会員は、この約款または個別契約に基づく金銭債務に課せられる消費税

額、地方消費税額を別途当社に対して支払うものとします。 

会員は、本債務に課せられる消費税額、地方消費税額を別途当社に対し

て支払うものとします。 

 

第 47 条（遅延損害金） 第 47 条（遅延損害金） 

会員は、この約款または個別契約に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、

当社に対し年率 14.6％の割合（1 年を 365 日とする日割計算による）に

よる遅延損害金を支払うものとします。 

 

会員は、本債務の履行を怠ったときは、当社に対し、支払期日の翌日から

支払の日の前日までの日数に年率14.6％の割合で計算される金額を遅延

損害金として、当該本債務と一括して、当社指定の期日までに支払うものと

します。 

 

第 48 条（管轄裁判所） 第 48 条（管轄裁判所） 

この約款または個別契約に基づく権利および義務について紛争が生じたとき

は、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。 

 

この約款または個別契約に基づく権利および義務について紛争が生じたとき

は、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって第一審の専属的合意管

轄裁判所とします。 

 

第 49 条（法人会員の場合の個人情報第三者提供） 第 49 条（法人会員の場合の個人情報の提供） 

法人契約の場合には、この約款の目的を達成するため、会員から当社に対

する会員の役職員にかかる個人情報の提供を要する場合、会員は法令上

必要な手続きを行ったうえで、当社に対し開示・提供する責任を負うものとし

ます。 

 

法人契約の場合には、この約款の目的を達成するため、会員から当社に対

する会員の役職員にかかる個人情報の提供を要する場合、会員は法令上

必要な手続きを行ったうえで、当社に対し開示・提供する責任を負うものとし

ます。 

 
 
 
 


